
平成２０年度平常時立入調査の実施結果について 

 

平成２１年５月２７日 

茨城県生活環境部原子力安全対策課 

 

１ 調査目的 

  原子力施設における事故・故障発生の未然防止及び再発防止に資するとともに，調査

結果を公表することにより，住民の原子力施設に対する理解の促進を図る。 

  また，各事業所における良好事例の抽出にも主眼を置いた調査とすることによって，

他事業所における安全確保対策の参考に資する。 

 

２ 調査対象 

  原子力安全協定締結全１９事業所（【別表１】参照） 

 

３ 調査期間 

  平成２０年１２月１１日（木）～平成２１年２月１６日（月） 

 

４ 調査員 

  県，関係９市町村（東海村，大洗町，ひたちなか市，那珂市，鉾田市，日立市，常陸

太田市，水戸市，茨城町）の職員及び原子力施設安全調査員が同行した。 

 

５ 調査項目 

（１） 「事故・故障等」，「その他安全に係る情報」「運転管理条件の逸脱」の原因分析と

再発防止策（【別表２】参照） 

・ 事案の発生原因，再発防止策について確認する。 

・ 原因究明及び再発防止策を検討・評価する仕組みについて確認する。 

   ・ 事故・故障・トラブル情報の管理状況について確認する。 

   ・ 平成１９年１１月～平成２０年１０月発生分を対象とする。 

（２）  「事故・故障等」，「運転管理条件の逸脱」，「施設管理情報」等の総括的評価 

（【別表３】参照） 

   ・ 事案発生の推移，事案発生の動機的原因分析，抜本的事案発生低減策について

確認する。 

・ 平成１７年４月～２０年１０月発生分を対象とする。 

・ 対象事業所は，原科研，サイクル研，機構大洗，原電，三菱原燃，原燃工とす

る。 

（３） 放射性廃棄物（固体）の保管・管理状況（【別表４】参照） 

   ・ 廃棄物の保管管理状況を現場で確認する（平成１８，１９年度調査分は除く）。 

   ・ 減容の取組み状況について確認する。 

（４） 運転中施設の保安管理状況（【別表５】参照） 

   ・ 調査当日，運転中の原子力施設を抜き取りで指定し，当該施設の運転状況（保



安に関する点検，工事作業を含む），各種規定類の整備状況と，その遵守状況につ

いて現場で確認する。 

（５） 廃止措置等（管理区域の解除を含む）に係る原子力施設の安全対策実施状況 

（【別表６】参照） 

  ・ 廃止措置実施中の管理体制及び管理区域解除の仕組みについて確認する。 

  ・ 廃止措置の実施状況について確認する。 

  ・ 使用開始後の履歴及び管理者について確認する。 

 

６ 調査方法 

 (1) 書類調査 

   ① 「事故・故障等」，「その他安全に係る情報」「運転管理条件の逸脱」の原因分析

と再発防止策  

該当する事案それぞれについて，「概要」，「原因」，「再発防止策」，「再発防止策

の進捗状況」，「再発防止策の検討・評価」及び「情報管理」について説明を受け

るとともに証拠資料の確認を実施した。 

   ② 「事故・故障等」，「運転管理条件の逸脱」，「施設管理情報」等の総括的評価 

     該当する事業所（原科研，サイクル研，機構大洗，原電，三菱原燃，原燃工）

から，「事象発生の推移・傾向」，「動機的原因分析」，「抜本的事案発生低減策」，

「安全対策についての考え方・理念」について説明を受けた。 

   ③ 廃止措置等に係る原子力施設の安全対策実施状況 

     廃止措置中の６事業所１２施設について，「使用開始後の履歴」，「管理者」，「規

定類」，「現況」について説明を受けた。 

 

 (2) 現場確認調査 

   ① 放射性廃棄物の保管・管理状況（Ｈ１８～Ｈ２０で全数点検） 

     一時保管場所を除く固体廃棄物保管廃棄施設の中から，過去２年間に調査を実施

していない施設について，現場確認を実施した。 

   ② 施設の保安管理状況 

     立入調査当日に対象施設を抜き打ちで指定し，運転マニュアル等の整備状況や遵

守状況，予防保全の実施状況について，現場確認を実施した。 

   ③ 廃止措置等に係る原子力施設の安全対策実施状況 

     廃止措置実施中の５事業所６施設（ＪＣＯ 第４管理棟，原科研 冶金特別研究室

建家及び再処理試験室，原電 東海発電所，東大 ライナック棟タイムオブフライト

設備，サイクル研 第２廃棄物倉庫）に対して，廃止措置に係るマニュアル等の整

備状況，作業記録の管理状況について現場確認を実施した。 

 

７ 調査結果 

 (1) 事故・故障，運転管理条件の逸脱等の原因分析と再発防止策（【別表２】参照） 

   ・ 各事案について発生原因が究明され，適切な再発防止策が講じられていることを

確認した。 

   ・ 再発防止策は，発生事案の区分により，所内の委員会等で検討・評価され，妥当



であると評価されていることを確認した。 

   ・ 再発防止策は，主に破損した機器・部品の交換，補修，改造や施設を運用する要

領等の改訂であり，併せて従事者への教育も行われていることを確認した。 

   ・ 事故・故障等の情報については，課内の施設管理報告書，所内のトラブル関係の

データベースに登録され，関係者等が閲覧できる仕組みになっていることを確認し

た。 

 (2)  「事故・故障等」，「運転管理条件の逸脱」，「施設管理情報」等の総括的評価（【別

表３】参照） 

   ・ 各事業所において，機器的要因，人的要因，組織的要因等に係る評価を行い，そ

れぞれの要因について概ね適切な分析がされていることを確認した。 

   ・ 機器故障に関しては，経年劣化によるものが多く，定期的な点検，計画的な更新

に努めていることを確認した。 

   ・ 再発防止策，水平展開等改善対策を実施後，類似の事案が低減していることを確

認できたが，引き続き必要に応じた改善対策の見直し及びリスク管理が必要である

ことを確認した。 

 (3) 放射性廃棄物の保管・管理状況（【別表４】参照）（Ｈ１８～Ｈ２０で全数点検） 

   ① 保管・管理状況 

    ・ 放射性廃棄物の保管・管理は，いずれの施設においても概ね適切に行われてい

ることを確認した。なお，一部の事業所においては，保管量が保管能力に達しつ

つあり，逼迫した状況であることを確認した。 

・ ドラム缶の移動作業時に保管エリア内側のドラム缶の表面を目視点検し，異常

の無いことを確認した。 

・ それぞれの事業所において，巡視点検，定期的なドラム缶表面の線量測定を行っ

ていることを確認した。 

・ その他，今回の調査では点検等の結果に異常は認められなかった。ただし，別

途調査※の結果，廃棄物貯蔵ピットに関する報告漏れがあった原子力科学研究所

については，平成２０年９月４日から平成２１年３月３０日にかけて，県の立ち

会いのもと廃棄物貯蔵ピットの全数調査を実施したところ，一部に滞留水を確認

したことから，現在，同研究所において放射性廃棄物の適切な保管・管理状況に

係る対策について検討中である。 

   ※ 原子力安全協定に基づく報告に係る調査について(要請)(平成19年6月28日原対第180号) 

   ② 減容処理の状況 

    ・ 廃棄物は，焼却，溶融，切断，圧縮等により減容され，更に，管理区域内への

物品持ち込み制限，クリアランス処理，ペーパータオルの使用中止等の廃棄物の

発生量の低減化など，廃棄物の減量に努めていることを確認した。 

   ・ 一部の事業所においては，過去に発生しドラム缶に保管している廃棄物につい

て，減容処理した上で新しいドラム缶への詰め替え作業を行っていることを確認

した。 

 (4) 施設の保安管理状況（【別表５】参照） 

   ・ 調査を行った原子力施設の保安管理は，いずれの施設においても，適切に行われ

ていることを確認した。 

  



(5) 廃止措置等に係る原子力施設の安全対策実施状況（【別表６】参照） 

   ・ 調査を行った原子力施設の保安管理は，いずれの施設においても，汚染設備の撤

去及び除染等が適切に行われていることを確認した。 

   ・ 廃止措置に係る規定類や廃止措置計画が整備され，それに則って作業が行われ，

管理者が作業記録を確認していた。 

   ・ 廃止措置における施設管理者は，規定類等により明確にされていることを確認し

た。 

   ・ 規定類や計画等の制定・改訂にあたっては，所内で検討・評価された上で承認さ

れていることを確認した。 

 

８ まとめ 

  平成２０年度の立入調査の結果，安全上支障のある事項は概ね認められなかった。 

  各事業所においては，今後も更なる安全確保に向けた取り組みが望まれる。 

  県は，本年度以降も調査を継続し，良好事例の抽出・周知を行い，原子力安全協定締

結全１９事業所の施設の安全性について確認していくこととしたい。 

 

 (1) 事故・故障，運転管理条件の逸脱等の原因分析と再発防止策 

    平成２１年度も事故・故障，運転管理条件の逸脱等が発生していることから，本年

度も引き続き，本調査を継続して実施する。 

 (2) 「事故・故障等」，「運転管理条件の逸脱」，「施設管理情報」等の総括的評価 

    各事象に関して概ね適切な分析がされており，再発防止策，水平展開等改善対策を

実施後，類似の事案が低減していることを確認できた。引き続き必要に応じた改善対

策の見直し及びリスク管理について随時確認を行う。 

 (3) 放射性廃棄物の保管・管理状況（Ｈ１８～Ｈ２０で全数点検） 

廃棄物の管理については概ね適切であったが，保管量が増加しつつあることから，

今後発生する廃棄物の高減容化や既存の保管廃棄物の減容・詰め替え等を検討し，保

管廃棄物の低減に努める必要がある。 

    本調査については，今後とも継続して実施する。 

なお，原子力科学研究所の貯蔵ピットについては，保管・管理の改善に係る対策の

実施状況について，随時確認を行う。 

 (4) 施設の保安管理状況 

    保安管理は施設を安全に稼動させるのに必要不可欠であることから，本調査につい

ては，今後とも継続して実施する。 

 (5) 廃止措置等に係る原子力施設の安全対策実施状況 

    廃止措置に係る安全対策については，規定・計画等に則り適切に行われていた。 

    今後，原子力施設の廃止（解体撤去・用途変更）が増加し，廃止措置に長期を要す

る施設があると予想されることから，本調査については，今後とも継続して実施する。 



【別表１】 

平成２０年度 平常時立入調査実績 
 

No. 事業所名 調査実施日時 調査員 

１ 
日本照射サービス株式会社 

東海センター 

12/11(木)  

9:50～11:50 
県，東海村 

２ 
株式会社ジェー・シー・オー 

東海事業所 

12/11(木) 

13:00～14:50 

県，東海村，日立市，常陸太田市， 

ひたちなか市，那珂市 

３ 

住友金属鉱山株式会社 

エネルギー・触媒・建材事業部 

技術センター 

12/11(木) 

15:00～16:15 
県，東海村 

４ 
日揮株式会社 

技術研究所 

12/12(金) 

13:25～15:00 
県，大洗町 

５ 

東北大学金属材料研究所附属 

量子エネルギー材料科学 

国際研究センター 

12/18(木) 

10:00～12:00 
県，大洗町 

６ 
独立行政法人放射線医学総合研究所 

放射線防護研究センター那珂湊支所 

12/18(木) 

12:55～14:00 
県，ひたちなか市 

７ 

三菱マテリアル株式会社 

エネルギー事業センター 

那珂エネルギー開発研究所 

12/19(金)  

9:50～11:30 
県，那珂市，東海村 

８ 
独立行政法人日本原子力研究開発機構 

那珂核融合研究所 

12/19(金) 

13:00～15:00 
県，那珂市，東海村 

９ 
財団法人核物質管理センター 

東海保障措置センター 

12/22(月) 

13:00～16:00 

県，東海村，日立市，常陸太田市， 

那珂市 

１０ 
積水メディカル株式会社 

薬物動態研究所 

12/25(木) 

9:55～11:10 
県，東海村 

１１ 
ニュークリア・デベロップメント 

株式会社 

12/25(木) 

13:00～14:45 
県，東海村，日立市，那珂市， 

１２ 日本核燃料開発株式会社 
1/8(木) 

12:55～15:30 

県，大洗町，水戸市，ひたちなか市，

鉾田市，茨城町 

１３ 
原子燃料工業株式会社 

東海事業所 

1/13(火) 

12:55～14:55 

県，東海村，日立市，常陸太田市， 

ひたちなか市，那珂市 

１４ 

独立行政法人日本原子力研究開発機構 

東海研究開発センター 

原子力科学研究所 

1/29(木) 

9:30～16:20 

県，東海村，日立市，常陸太田市， 

ひたちなか市，那珂市 

１５ 
日本原子力発電株式会社 

東海発電所・東海第二発電所 

2/2(月) 

9:30～16:20 

県，東海村，日立市，常陸太田市， 

ひたちなか市，那珂市  

１６ 三菱原子燃料株式会社 
2/5(木) 

13:30～16:45 

県，東海村，那珂市，水戸市，日立市，

常陸太田市，ひたちなか市，  

１７ 
国立大学法人東京大学大学院 

工学系研究科原子力専攻 

2/9(月) 

10:00～12:10 

県，東海村，日立市，常陸太田市， 

那珂市 

１８ 
独立行政法人日本原子力研究開発機構 

大洗研究開発センター 

2/13(金) 

9:25～16:45 

県，大洗町，鉾田市，水戸市， 

ひたちなか市，茨城町 

１９ 

独立行政法人日本原子力研究開発機構 

東海研究開発センター 

核燃料サイクル工学研究所 

2/16(月)  

9:10～16:00 

県，東海村，日立市，常陸太田市， 

那珂市，ひたちなか市 



【別表2】(1/9) 

事故･故障,運転管理条件の逸脱等の原因分析と再発防止策 
事業所名 

事故･故障等の 
名称,発生日 

概要 原 因 再発防止策 
再発防止策の 
進捗状況 

再発防止策の 
検討･評価 

情報管理 

東北大学 

【その他安全に係る情報】 
 

極低レベル放射性廃液用 
配管からの廃液の染み出し 

 
平成19年12月21日(金) 

 研究棟及びホットラボ棟の極低レベ
ル放射性廃液を原子力機構大洗へ送
水するための配管溶接部からの染み出
しを,定期点検時に発見した。 
 当該配管が敷設されている地下ピッ
トは,非管理区域であり,当該配管は
管理区域に該当するか否かの区分が曖
昧であった。 
なお,当該配管で送水された過去の
極低レベル放射性廃液は全て,濃度限
度以下であることを確認している。 

経年劣化(昭和46年設置)による
溶接部の腐食のため。 

① 当該配管を更新する。 
② 当該配管を非管理区域と位置づけるよう変更
申請する。 

【実施中】 
 
① 更新工事は,平成21年1月着工予定。 
② 炉規法の変更申請は完了済み。 
③ 障防法の変更申請は,現在進行中。 

再発防止策は,毎週水曜日に
開催される定例会において討議
され,全員の了解が得られた。 
定例会の構成；センター長,セ
ンター教職員全員 

ファイルを作成し,職員又
は希望者は閲覧できる。 
また,協力会社社員に対し
ても周知した。 

核管 
センター 

【運転管理条件の逸脱】 
 

新分析棟における 
計画外の給排気停止 

 
平成19年12月5日(水) 

13時30分頃より,新分析棟の給排気
設備等の点検保守作業を実施してい
た。 
給排気設備等の監視・操作・制御
のための機械棟監視盤内において,13
時40分頃,点検作業者が点検対象の制
御系配線へ触れたときに,給排気運転
が瞬時に全て停止した。 
排気第1系排風機(グローブボック
ス排気系)は直ちに運転状態に復帰し
たが,排気第2系排風機(フード排気
系),排気第3系排風機(室内排気系)
及び給気系送風機は停止状態が継続
した。 
緩んでいた結線端子を増し締め
し,14時48分,全ての給排気系の送排
風機を運転し,通常運転状態に復帰し
た。 
14時57分,管理区域内の負圧が通常
状態に復旧していることを確認した。 

① 機械棟監視盤内の制御系配線
の結線端子の抑えネジに緩みが
あったこと,及び点検作業者が点
検のため当該配線に触れたこと
により電気接触不良が起こった
ため。 
② 瞬時の制御電源停止により給
排気設備が停止後,制御電源が
復帰した場合は,通常では全ての
給排気系統が停止すべきに拘ら
ず,排気第1系統のみ復帰した。
原因を調査した結果,当該動作
は給排気設備制御シーケンサ(制
御専用コンピュータのこと)のプ
ログラム通りであり,給排気設備
は設計通り機能したことを確認
した。 

① 給排気運転に支障を及ぼすおそれのある作業
は,給排気運転を停止して実施することとする。
盤内の結線端子は,数年を経過すると端子のネ
ジの緩みが生ずる場合があることが分かったの
で,定期点検において点検・維持保守する。 
② 給排気設備制御系にトラブルが発生した時の
復帰手順を明確にする。 

【実施済み】 
 
① 平成20年度より年1回新分析棟機械棟制御
盤の警報ループ試験,端子増締め等の定期検
査を実施する (平成20年8月8日実施)。また,
給排気運転に支障を及ぼすおそれのある作業
・点検を実施する場合は,給排気運転を停止
して実施する。 
② 給排気設備制御電源停止時の復旧マニュ
アルを平成20年1月23日に制定し,新分析棟機
械棟制御盤に備え付け,異常事象発生時に給
排気系を速やかに起動できるようにした。 
③ 新分析棟機械棟制御盤の電源故障に対処
するため,直流電源装置を並列(2台)設置し,1
台が故障しても継続して電源が供給できるよ
うに改修作業を行い,平成20年3月26日に完了
した。 
  また,新分析棟機械棟制御盤に設置されて
いる無停電電源装置は保守用回路(バイパス)
を有していないため,バッテリー交換時に給
排気設備を停止し作業を行っていたが,運転
を継続したままバッテリー交換が可能なタイ
プに平成20年3月26日に交換した。 

制御シーケンサのプログラム
調査結果及び再発防止策につい
ては,第36回安全委員会に報告
し,妥当であると評価された。 
 安全委員会の構成：副所長,
核燃料取扱主務者,分析課長,検
査課長,安全管理課長,管理課長 

品質保証計画書に基づく
文書・記録管理要領書によ
り管理する。 
同様の事象発生を想定した
机上訓練(平成20年1月30
日)を実施し,職員等に周知
した。 

ＮＦＤ 

【その他安全に係る情報】 
 

放射性同位元素の 
不適切な保管 

 
平成20年7月31日(木) 

ホットラボ施設除染室のフード前
に設置した汚染拡大防止用の立ち上
げエリア内から,所定の貯蔵箱に保管
するはずのＲＩ(照射済みステンレス
鋼試料)小片が発見された。  
 
当該小片の形状等は以下の通り。 

・寸法；約8mm×約1mm×約0.5mm  
・重量；0.08g  
・主要核種；Co-60,Fe-55,Ni-63  
・放射能量：1.15×107Bq  
・線量率；表面 約2mSv/h 

1m離れた位置 約5μSv/h  

社内規程に従い実施している年1
回のＲＩの棚卸しにおいて,当該小
片は平成20年5月29日に管理台帳と
照合され,記録が残されている。 
当該小片の発見後,貯蔵箱内を

確認した結果,当該小片を収納して
いたポリ袋が破損し空であること
を確認した。 
尚,当該小片を封入していたポリ

袋は約7年使用したものである。 
従って,当該小片が貯蔵箱以外の

場所で発見された原因は,封入して
いたポリ袋が長期間の使用により
破損し,棚卸し後の貯蔵箱への移動
時に落下したものと推測される。  

① ＲＩ試料移動時の落下防止策  
当該室内において,棚卸或いは試験のための
使用の目的で貯蔵箱からＲＩ試料を取り出し移
動する際は,移動途中での落下を防ぐため,トレ
イもしくは新しい大きめのポリ袋に入れて使用
場所まで移動する。ＲＩの使用後,貯蔵箱へ収
納・返却する時も同様の取扱いを行う。 
② ＲＩ試料の収納確認対策  
ＲＩ試料の棚卸或いは試験のために使用した
日の作業終了時には,作業室内のフードおよび
バリア周辺の線量測定を行い,ＲＩ試料の落下
等がないことを確認する。  
③ ポリ袋の破損防止策  
除染室でＲＩを貯蔵する場合,他の試料との
識別を目的にＲＩ試料はポリ袋に収納されてい
る。今回の事象はポリ袋が破損したことに起因
しているため,長期間使用による破損しやすさ
を防ぐ目的で,今後は原則2年を超えない棚卸期
間内にポリ袋を新規のものに交換するものとす
る。また,交換時期を明確にするために交換年
月をポリ袋に表示することとした。尚,ＲＩ試
料を別のポリ袋に詰め替えた場合は,ＲＩ試料
が収納されたポリ袋をビデオ等で記録する。詰
め替え後の空袋は必ず線量チェックし,ＲＩ試
料の残存がないことを確認して廃棄する。  
④ チェックリストへの記帳  
ＲＩ試料の棚卸或いは試験のための使用作業
を実施する度に,所定のチェックリストにより
上記再発防止策①～③が実施されていることを
確認し記帳する。  

【実施済み】 
 
発見されたＲＩ小片は,事象が発生した当日
である平成20年7月31日に新しいポリ袋に入れ
て除染室の貯蔵箱へ保管した。 
その後,平成20年8月～9月の間に除染室の貯
蔵箱のＲＩ棚卸を実施し,他に落下したＲＩ試
料がないことを確認し,その結果を平成20年9月
末までに社内報告書にまとめ,当該除染室にお
いて,今回と同様なＲＩの不適切な保管が他に
ないことを確認した。  
上記再発防止策を「放射性同位元素管理実施
要領」,「放射性同位元素(ＲＩ)棚卸実施要領」
に反映させ,改訂版をそれぞれ平成20年11月19
日に発行し,再発防止策を終了した。  
今後,これらの再発防止策が実行されている
かを次回のＲＩ棚卸時に確認することとしてい
る。   

社内規程「不適合管理・再発
防止対策実施要領」に従い,当該
小片を取扱った担当部署が「不
適合報告書」および「是正処置
報告書」を作成・起案し,処置を
完了した。 
この結果を当社の品質管理責
任者が承認し,平成20年11月18
日に開催された社長を議長とす
る品質会議にて,これら「不適合
報告書」および「是正処置報告
書」が妥当であることを確認し
た。  

社内規程「不適合管理・再
発防止対策実施要領」に従
い,情報は上記「不適合報告
書」および「是正処置報告書」
にて管理している。当該報告
書は品質会議を経て各部署
へ回覧し,社内にて情報を共
有化している。  
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事故･故障,運転管理条件の逸脱等の原因分析と再発防止策 
事業所名 

事故･故障等の 
名称,発生日 

概要 原 因 再発防止策 
再発防止策の 
進捗状況 

再発防止策の 
検討･評価 

情報管理 

原科研 

【運転管理条件の逸脱】 
 

ＪＲＲ－3 
水力及び気送照射設備 
制御装置故障に伴う 

手動停止 
 

平成19年12月12日(水) 

照射設備のうち水力及び気送照射
装置のバルブ制御盤のプログラムコン
トローラが故障し,照射中の試料取出
しが出来なくなった。原子炉は正常に
運転していたが,新たな照射ができな
くなるため12/13に原子炉を一旦停止
させ,故障したプログラムコントロー
ラを予備品と交換した。同日,原子炉
を再起動した。 

解析した結果,宇宙線によりプロ
グラムコントローラのアドレスデー
タのうち,1bitが偶発的に書き換え
られた(1bit反転)ためと判断した。 

① プログラムコントローラを予備品(新品)と交
換する。 
② プログラムコントローラの故障原因を特定す
るための原因究明を行い,その原因が宇宙線(α
線,中性子線)であることから防止対策として
CPUボックス周辺に放射線遮蔽材を施す。 

【実施済み】 
 
プログラムコントローラを予備品(新品)と交
換するとともに,照射設備に設置されている同
種のプログラムコントローラについても放射線
遮蔽材を施した。 

故障したプログラムコント
ローラを設置メーカに送り,原因
を究明した。 
その検討結果を踏まえ,当課は
上記の対策を実施した。 
その後,プログラムコントロー
ラのメモリ異常は発生していな
いことから検討結果は妥当と評
価した。 

安全衛生会議等で周知す
るとともに,当該事象のファ
イルを作成し従事者が閲覧
できるようにしている。 

原科研 

【運転管理条件の逸脱】 
 

燃料試験施設における 
排気モニタの発報 

 
平成19年12月13日(木) 

βγコンクリートNo.3セルに保管さ
れている試料(照射済核燃料物質)の
整理を行っていたところ,排気モニタ
の注意喚起報(0.1Bq/cm3)が発報し,
続いて保安規定に定める警報
(1.0Bq/cm3)が発報した。 
作業終了後,26分経過したところで
検出下限値以下になった。 
放出された放射性物質の量は約2.5
×1010Bq(1日の平均濃度約1.4×
10-2Bq/cm3)であり,周辺監視区域の外
の空気中の放射性物質の濃度は使用
規則第4条第4項の濃度限度(Kr-85の
場合1×10-1Bq/cm3)を超えてはいない。 
なお,放射性物質の放出による環境
への影響,作業者の被ばく及び人の障
害はない。 

保管中の試料の整理作業におい
ては,過去の取扱い実績から同程度
の容積である容器の開封について
は特に注意を払わなくてもよいも
のと思い,作業を進めた。 
整理作業等で容器を開封する手
順を明記した作業マニュアルがな
かった。 

整理作業等で容器を開封する際の手順を「作業
安全手引」に記載する。 

【実施済み】 
 
「核燃料収納容器の開封作業要領」を作成し,
燃料試験施設の「作業安全手引」に記載した。 

本事象発生以降,「作業安全手
引」に記載した「核燃料収納容
器の開封作業要領」に基づき,4
本の収納容器の開封作業を実施
したが,開封にあたっては保安規
定に定める警報の発報はもとよ
り排気モニタの注意喚起報につ
いても発報していない。従って,
本対策は妥当であると評価する。 

本件について,事象発生か
ら各部署との対応等経過を
含めた一連の情報をすべて
実用燃料試験課の共有フォ
ルダに収納し,課員等がいつ
でも閲覧できるようにしてい
る。 
 課長会議において部内に
周知するとともに,課定例会
議で職員等に周知し,情報を
共有した。 

原科研 

【運転管理条件の逸脱】 
 

ＪＲＲ－4原子炉施設の 
特性試験運転の中止 

 
平成19年12月13日(木) 

ＪＲＲ－4原子炉施設の特性試験運
転時に安全系1中性子検出器の信号指
示が出力されなかったため,運転を中
止した。 

安全系1中性子検出器を交換した
際に使用した作業マニュアル中の
コネクタ接続図に誤記があったた
め。また,作業マニュアルの記載内
容に疑義を持ちながら,疑義を解消
せずに作業を行ったこと。 

作業マニュアル等の作成時には,第3者による
記載内容の確認を行い,記載内容を確実にする。
可能ならば写真等で手順を分かり易くする。 
 万一,作業マニュアル等に疑義を持った場合は,
疑義を解消した後に作業を進めることを周知し,
誤作業を防止する。 

【実施済み】 
 
作業マニュアル中のコネクタ取付要領につい
て,写真を用いて分かり易い表現に訂正した。
万一,作業マニュアルに疑義を持った場合は,疑
義を解消して作業を継続するよう課内の打合せ
で周知した。 

再発防止策を部長,副所長,所
長に説明し,妥当であると評価を
得た。 

品質保証に関する記録と
してファイルし,キャビネッ
トにて保管している。また,
課内の打合せで周知した。 

原科研 

【運転管理条件の逸脱】 
 

廃棄物処理場(Ｌピット) 
ドラム缶の液漏れ 

 
平成19年12月17日(月) 

L-14ピットに保管廃棄しているドラ
ム缶を点検し,補修が必要なドラム缶
を補修用プレハブに持ち込み,ドラム
缶表面の補修作業を行っていた。 
12月17日の朝,補修用プレハブ内の
作業前点検を行ったところ,補修を行
うドラム缶下のブルーシート上に
100cm2程度濡れているところを発見し
た。 

ドラム缶を補修するためにドラ
ム缶を横に倒したことで内包され
ていた液体がドラム缶蓋のパッキ
ン部から漏れたことによる。 

① 補修用プレハブに持ち込んで補修を実施する
ドラム缶は,蓋を開けてドラム缶内部の液体の
有無を確認する。 
② 液体が入っていることを確認した場合は,ポ
ンプ等を用いて液体を回収し,マーキングを行
う。 
③ 補修用プレハブ内のドラム缶を静置する床面
は,二重にしたビニールシートで養生する。 
④ マーキングしたドラム缶の底部を補修する時
は,蓋の部分が高くなるように斜めに倒した状
態で作業する。 

【実施済み】 
 
ドラム缶内部の液体の有無を確認するなど,
再発防止策4項目を確実に実施して作業を継続
している。 

再発防止策は,バックエンド技
術部内関係者で検討し,バックエ
ンド技術部長に妥当であると評
価された。 

本件に関する情報は,放射
性廃棄物管理第1課の共有
フォルダに保存し,適切に管
理している。また,バックエ
ンド技術部安全情報共有化
会議,運転会議等を通じて職
員等に情報を周知した。 

原科研 

【運転管理条件の逸脱】 
 

ＪＲＲ－4原子炉 
Ｇ4反射体上部溶接部の 

割れ 
 

平成19年12月28日(金) 

ＪＲＲ－4原子炉施設の炉心位置Ｇ
4にあった反射体要素(1体)の上部溶
接部に割れが確認された。 

反射体要素に内蔵される黒鉛反
射材の照射による成長。 

他の反射体要素についても黒鉛の照射成長が見
られたことから,照射成長を考慮した取り替え用
反射体要素を設計,製作し交換する。 

【実施中】 
 
黒鉛反射材が内蔵されている反射体要素を全
数交換する予定で対応を進めている。 

－ 
品質保証に関する記録と
してファイルし,キャビネッ
トにて保管している。 

原科研 

【運転管理条件の逸脱】 
 

タンデム加速器建屋 
ブースター室の水漏れ 

 
平成20年2月5日(火) 

タンデム加速器で加速した重イオン
のエネルギー分析を行う電磁石用電源
では電気回路類の冷却のために純水を
冷却水として使用している｡この冷却
水を電源内に導いている配管ホースが
外れて冷却水約4.2m3が漏えいした｡漏
えいした冷却水は電源周辺及び配線
用ピットを経由してブースターター
ゲット室の床面に溜まった。 

冷却水の漏えい原因は,冷却水配
管の継手内部が腐食して,配管に接
続したホースが外れたことによる。 

① 電磁石電源を使用しない時は,冷却水を停止
する。 
② 冷却水配管の外観を目視により検査する。 

【実施済み】 
 
冷却水配管の外観を目視による検査を実施す
ると共に,電磁石電源を使用しない時には冷却
水を停止している。 

課安全衛生会議で検討し,妥
当であると評価した。 

課安全会衛生会議等で職
員及び委託業者に周知した。 
 本件は,原子力科学研究所
内に「安全情報」としてＥ
メールによる職員等への周
知を行うとともに機構のイン
トラネットに掲載した。 

原科研 

【運転管理条件の逸脱】 
 

ＮＵＣＥＦ非常用発電機 
ガスタービン燃焼部のキズ 

 
平成20年2月6日(水) 

ＮＵＣＥＦ施設にある非常用発電機
Ｂの点検中に,ガスタービンの燃焼部
にキズが発生しているのを発見した。 
 非常用発電機Ａについては点検
の結果,異常のないことを確認した。 

発電機運転中の振動により,燃焼
部のライナー部とスクロール部が,
擦れ合ってスクロール部にキズが
発生したものである。 

定期的に内部の目視検査を実施する。 

【実施済み】 
 
当該部分のすり合わせによる調整を行った。
また,非常用発電機の作動検査を実施し安全上,
機能上,異常のないことを確認した。 

再発防止策は,工務技術部長
による保安活動の評価により,保
安活動は適切に実施されたと評
価された。 

本件は,原子力科学研究所
内に「安全情報」としてＥ
メールによる職員等への周
知を行うとともに機構のイン
トラネットに掲載した。 



【別表2】(3/9) 

事故･故障,運転管理条件の逸脱等の原因分析と再発防止策 
事業所名 

事故･故障等の 
名称,発生日 

概要 原 因 再発防止策 
再発防止策の 
進捗状況 

再発防止策の 
検討･評価 

情報管理 

原科研 

【運転管理条件の逸脱】 
 

規制対象外の 
チェッキング線源の 

管理不備 
 

平成20年2月15日(金) 

第3研究棟の放射線計測技術課の施
設で管理している密封チェッキング線
源1個(Mn-54, 発見時の放射能 18Bq)
について,職員が第2研究棟と第3研究
棟の間の歩道付近で拾い(2/13),保安
管理担当部署に届け出る(2/14)まで
紛失に気づかなかった。当該線源に破
損などの異常はなく,拾われた場所の
線量率は自然放射線レベルであり,汚
染はなかった。 

① 線源キットの貸出・返却時の
線源個数のチェックが不十分で
あった(当該線源は,使用目的以
外の線源であった)。 
② チェッキング線源の在庫調査
における線源リストと現物との
照合が不十分であった。 
チェッキング線源の紛失は,当該線
源キットを貸し出していた時に発
生した可能性が高い。 

① 規制対象外線源の管理要領を作成し,確実に
実施する。 
 1．貸し出した線源の種類と個数が明確になる
よう,貸出し及び返却に係る記録方法を見直
すとともに,確認を徹底するため管理担当者
と借用者のサインを残す。 

 2．線源キット内の線源の紛失を容易に把握で
きるように線源キット内の表示を明確にする。 

 3．不要な線源を廃棄し,廃棄の記録を残す。 
② 規制対象外線源の管理に対する意識の向上を
図るため,職場討議を行う。 

【実施済み】 
 
① 放射線計測技術課「規制対象外線源(密封
微量線源)の管理要領」を作成し,運用を開始
した。 
② 規制対象外線源の管理不備に係る職場討議
を実施した。 

再発防止策は,原科研部長連
絡会で検討・評価され,所長の承
認を得た。部長連絡会の構成：
所長,副所長,各部長,計画管理
室長 

本件及び再発防止対策に
ついては,原科研連絡会で各
部,研究開発部門に周知し
た。 
本件は,原子力科学研究所
内に「安全情報」としてＥ
メールによる職員等への周
知を行うとともに機構のイン
トラネットに掲載した。 

原科研 

【運転管理条件の逸脱】 
 

高度環境分析研究棟 
純水製造装置からの水漏れ 

 
平成20年2月19日(火) 

空調機械室(非管理区域)に設置の
純水精製装置のストレーナ部より上水
が漏えいし,電線管を通じて地階の廃
液貯槽室(管理区域)に流れ込んだ。ま
た,廃液制御設備の制御盤に漏水が浸
水し,リレー及びシーケンサが動作不
良となった。 

純水製造装置に使用する上水を
ろ過するストレーナ(塩ビ製)に亀
裂が発生したのが漏水原因である。
破損の原因は,バルブの開閉により
応力が繰り返し加わったことによ
る疲労破壊であった。繰返し応力
の影響を軽視したことが今回の破
損につながったと考えられる。 

ストレーナを廃止し,上水圧力を低下させる措
置(減圧弁の設置)を行うと共に,塩ビ製上水配管
を金属製に交換にすることとした。 
また,管理区域内への漏水流入防止のため,電線
管開口部にパテ詰めを行う。 

【実施済み】 
 
ストレーナを廃止し,上水圧力を低下させる
ための減圧弁を設置した。上水配管を金属製に
交換するとともに,電線管開口部をパテで塞い
だ。 

ホット試験施設管理部及び原
子力基礎工学研究部門で検討
し,塩ビ製品を廃止し,金属製に
交換することで,根本的原因が排
除される。従って,本対策は妥当
であると評価する。 

職員等及び関係者には,本
件検討会議や課室安全衛生
会議などで周知した。 
本件は,原子力科学研究所
内に「安全情報」としてＥ
メールによる職員等への周
知を行うとともに機構のイン
トラネットに掲載した。 

原科研 

【運転管理条件の逸脱】 
 

ＮＵＣＥＦ実験棟排気筒 
放射能濃度の上昇 

 
平成20年4月24日(木) 

ＴＲＡＣＹ施設の運転終了後,ＮＵ
ＣＥＦ実験棟排気筒の排気ガスの放射
能濃度が一時的に上昇した。 

ＴＲＡＣＹ施設の水素ガス濃度
計盤内に設置していた弁のダイア
フラムが経年劣化により破損した
ため,運転に伴い生成した放射性物
質を含むガスの一部が破損部から
漏えいし,排気筒へ排気された。 

① 漏えいした弁を交換し,水素ガス濃度計盤か
らの漏えいがないようにした(漏えい試験によ
り,漏えいのないことを確認済み)。 
② 水素濃度計の運用及び事前漏えい確認の実施
を運転手引に追記し,より適切な管理を行うこ
ととした。 

【実施済み】 

再発防止策は,部内品質保証
委員会で審査され,妥当であるこ
とが評価された。部内品質保証
委員会の構成；次長,課長等 

本件については,部内の不
具合管理要領に基づき,不具
合報告書を取りまとめ,再発
防止に努めている。 
周知状況について,「通報
連絡の必要な事象」及び「運
転管理・施設管理情報」とし
て関係機関に発信するとと
もに,事象の発生状況,原因,
再発防止策を課員に周知し
た。 
本件は,原子力科学研究所
内に「安全情報」としてＥ
メールによる職員等への周
知を行うとともに機構のイン
トラネットに掲載した。 

原科研 

【運転管理条件の逸脱】 
 

Ｊ－ＰＡＲＣ 
物質･生命科学実験施設の 
管理区域内の漏水 

 
平成20年6月4日(水) 

Ｊ－ＰＡＲＣの物質・生命科学実験
棟施設内３-ＮＢＴホット冷却水機械
室1階で,Ｍ1,Ｍ2トンネルに設置され
た空冷装置に冷却水を供給するための
ポンプの吐出部配管ラバージョイント
が破裂し,同室内(第1種管理区域内)
に漏水した。 
同区域内における加速器は試運転
初期段階であり,冷却水の放射化はな
い。汚染検査の結果,漏水による汚染
はないことを確認した。 

ポンプの吐出部配管ラバージョ
イントが破裂の原因は,施工業者が
使用者に自動制御盤の取り扱い説
明を行った際に,動作設定を誤り,
調整弁(ＯＮ/ＯＦＦ弁)が開になる
べきところを閉とした。その結果,
空調負荷が軽くなるタイミングで
全ての調整弁とも閉の状態になり,
閉鎖運転となったことによる。 

① 吐出部に圧力センサを取り付け,信号をイン
ターロックとして使用し,異常時はポンプを停
止する。 
② 配管に温度センサを取り付け,インターロッ
クに組入れる。 
③ 水張り終了後は補給水バルブを閉める。 
④ 圧力,温度信号を中央制御室(ＣＣＲ)でモニ
ター監視する。また,常時監視している運転業
務委託と職員の連絡体制を構築した。 

【実施済み】 
 
再発防止策に係る工事を終了し,実装されて
いる。 

事故原因及び再発防止策につ
いては,事故対策チームで取り纏
め,ディビジョン長会議及びセン
ター会議により妥当であると評
価された。また放射線取扱主任
者による再発防止策実施の確認
を受け,施設の運転を再開した。 

事故報告書を各方面に提
出するとともに,センター内
の安全関係の打ち合わせ及
び会議で周知した。 
本件は,原子力科学研究所内
に「安全情報」としてＥメー
ルによる職員等への周知を
行うとともに機構のイントラ
ネットに掲載した。 

原科研 

【運転管理条件の逸脱】 
 

ＮＳＲＲ地震計の故障 
 

平成20年9月1日(月) 

原子炉停止中のＮＳＲＲにおいて月
例点検を実施していたところ,4台の地
震計のうちの1台(垂直方向の測定用
♯2)が正常に動作しないことを確認し
た。 
調査の結果,内蔵するバッテリーに
電圧低下が認められたため予備のもの
と交換を行い,直ちに復旧した。 

数日間にわたりバッテリーの電
圧を調査した結果,充放電の繰り返
しによる劣化が原因であることが
判明した。 

課内制定文書の点検要領書に,バッテリーの充
放電サイクルを考慮したバッテリーの定期的な交
換及び現場への交換時期の表示について記載し,
管理する。 

【実施済み】 
 
ＮＳＲＲ本体施設点検要領書にバッテリーの
定期的な交換及び現場への交換時期の表示につ
いて記載し,その交換時期の表示を現場に明示
した。 

制御用地震計バッテリーの管
理方法について,再発防止に係る
課内技術検討会を実施し,交換
基準を従来の「年1回の測定によ
り劣化を認めた場合」から,500
回の充放電サイクルを目安とす
る「約2年で定期的に交換する」
ことに変更することとした。 

本事案は,品質保証計画に
基づく不適合管理及び是正
処置を実施し,課内に周知し
ている。 
 本件は,原子力科学研究所
内に「安全情報」としてＥ
メールによる職員等への周
知を行うとともに機構のイン
トラネットに掲載した。 

原科研 

【運転管理条件の逸脱】 
 

ＪＲＲ－3放射線モニタの 
連続監視の欠測 

 
平成20年9月15日(月) 

原子炉停止中のブレーカ更新作業
において,誤って放射線監視盤の電源
を遮断し,排気筒ガスモニタ,排気筒ダ
ストモニタ及びエリアモニタ(炉室以
外)による連続監視が欠測した。 
欠測時間中において環境への影響
は無かった。 

① ブレーカ更新のために使用し
た電源系統図に,平成7年に実施
した放射線監視盤の電源工事の
結果が反映されていなかった。
また,その図面で作業を行ったた
め,放射線監視盤の電源の遮断が
起こるとは認識しておらず,放射
線監視盤の動作状況の確認を実
施しなかった。 
② 内部コミュニケーション不足
による元図の管理不備 

① 電源系統及び配管の元図の整備；過去に実施
した工事を抽出し,その工事の結果が元図に反
映されていることを確認する。 
② 元図と現場の照合作業；元図と現場が整合し
ていることを確認する。 
③ 図面管理の仕組みの構築；運転手引の改正を
行い,元図を「管理する文書」として位置づけ
る。 
④ 工事等を行う場合には,連続監視(作動)すべ
き設備・機器及び系統が,停止していないこと
を確認してから実施する。(運転手引に明記) 

【実施中】 
 
電源系統図の整備は終了し,配管図については
整備中である。 
運転手引(原子炉,使用施設等)を改正して再発
防止策を運転手引に明記した。 

再発防止策は,研究炉加速器
管理部内安全審査会で検討し,
妥当と評価された。部内安全審
査会の構成：委員長(研究炉加速
器管理部次長)他委員6名 

本件は,原子力科学研究所
内に「安全情報」としてＥ
メールによる職員等への周
知を行うとともに機構のイン
トラネットに掲載した。また,
原科研内には本事象に係る
水平展開が実施され,再発防
止対策を進めている。 
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事故･故障,運転管理条件の逸脱等の原因分析と再発防止策 
事業所名 

事故･故障等の 
名称,発生日 

概要 原 因 再発防止策 
再発防止策の 
進捗状況 

再発防止策の 
検討･評価 

情報管理 

原 電 

【運転上の制限の逸脱】 
 

非常用ディーゼル発電機 
2Ｄの周波数計の不良 

 
平成20年2月19日(火) 

通常運転中,非常用ディーゼル発電
機2Ｄの定期試験実施中に,中央制御
室の発電機周波数計が51．6Ｈｚを示
したままスティックしていることを確
認したことから,運転上の制限の逸脱
を宣言し,非常用ディーゼル発電機2
Ｄを停止した。 
非常用ディーゼル発電機2Ｄ運転中
の現場制御盤の発電機周波数計は,機
関回転数に追従し正常に動作してい
ることから,中央制御室周波数計単体
の不良と判断した。 
スティックした中央制御室周波数計
については,事故時や定期試験時に使
用しない現場制御盤周波数計を取り
付け,校正後,非常用ディーゼル発電
機2Ｄの健全性を確認し,運転上の制
限の逸脱を解除した。 

周波数計のスティックは,ポール
ピースに存在したバリが可動コイ
ルと干渉したことから発生したも
のと推定された。 
このバリは,ポールピース表面に
バリの剥がれた形跡がないことか
ら,工場における電気亜鉛めっき施
工時から存在した可能性があるが,
製作後14年が経過していることか
ら,発生時期の特定はできなかった。 

① 中央制御室周波数計は,第23回定期検査期間
中に新品に交換した。なお,現場制御盤には中
央制御室に取り付けていた周波数計を戻した。 
② 当該周波数計は,交換後14年を経過しており,
今回の調査において,目盛板カバーパッキンに
劣化がみられたことから,自主的な取組みとし
て「保安規定等で確認すべき重要な指示計のう
ち,同じタイプの計器(非常用ディーゼル発電機
の周波数計,電圧計等)については,交換時期を
10年と定めて運用」することとした。 
なお,今回の不具合は,極稀に発生する事象で
あって計器の設計・製造等に反映すべき事象で
はないと判断し,水平展開等は不要と判断した。 

【実施済み】 

再発防止策は,当社不適合管
理ルールに従い,対策・是正処置
が妥当であることを品質保証グ
ループマネージャーがレビュー,
所長が承認している。  
また,所内会議である不適合処
理状況検討会にて対策・是正処
置が問題ないことを再確認して
いる。 

原子力施設情報公開ライ
ブラリー(ニューシア)に登録
し,社内のみならず,社外で
も閲覧可能な状態としてい
る。 
当社不適合ルールに従い,
管理票については,施設解体 
若しくは廃棄後5年間保存す
ることとしている。 
また,当社不適合データ
ベースとして社員が閲覧可
能な状態となっている。 

原 電 

【その他安全に係る情報】 
 

全燃料取り出し中における 
制御棒の部分挿入事象 

 
平成20年4月2日(水) 

第23回定期検査中(全燃料取出し,
全制御棒全引抜き,制御棒駆動水圧系
ユニット隔離),制御棒ドリフト警報が 
中央制御室に発報し,制御棒座標30－
19の制御棒が44ポジション(全引抜き
位置(48ポジション)から4ポジション
挿入)で停止していることを確認した。 
制御棒挿入動作を確認後,直ちに制
御棒動作に関係する作業の中止を現
場の協力会社作業員及び監理員に指
示するとともに,詳細な作業状況を確
認したところ,制御棒駆動水圧系ユ
ニットにおいて,方向制御弁の点検
(リークテスト)を実施していたことを
確認した。 

① 当該制御棒駆動水圧系ユニッ
トの101弁のシートリーク。 
② 制御棒駆動水圧系ユニット作
業員が,方向制御弁のリークテス
トで圧力が安定しなかったため,
弁の開閉状態の確認等のため,通
常の1分に対して20分程度の加圧
を継続していた。 

[制御棒の動作防止対策] 
① 当該ＨＣＵの弁101は弁体を新品に取替え,
シート性を改善(今回と次回定期検査にて全数
取替予定) 
② ＨＣＵリークテストにおける加圧操作は1分
程度とする(工事要領書へ反映) 
[制御棒ドリフト警報発報時の対応] 
① 中央制御室とＨＣＵ現場作業間の連絡体制を
確立 
② 中央制御室からＣＲＤ(ペデスタル)作業監理
員及びＨＣＵ作業監理員への連絡を徹底 
③ ＨＣＵリークテスト作業でも制御棒が動作す
る可能性の認識高揚(運転員を対象とした事例
勉強会) 
④ 工事監理員及び協力会社作業員への関連作業
中断の徹底(工事要領書に追記) 
⑤ 警報処置手順書にＨＣＵリークテストによる
要因も調査の範囲とするよう見直し 

【実施済み】 

再発防止策は,当社不適合管
理ルールに従い,対策・是正処置
が妥当であることを品質保証グ
ループマネージャーがレビュー,
所長が承認している。また,所内
会議である不適合処理状況検討
会にて対策・是正処置が問題な
いことを再確認している。 

原子力施設情報公開ライ
ブラリー(ニューシア)に登録
し,社内のみならず,社外で
も閲覧可能な状態としてい
る。 
当社不適合ルールに従い,
管理票については,施設解体 
若しくは廃棄後5年間保存す
ることとしている。 
また,当社不適合データ
ベースとして社員が閲覧可
能な状態となっている。 

原 電 

【運転上の制限の逸脱】 
 

高圧炉心スプレイ系 
非常用ディーゼル発電機 
定期試験中における 
運転上の制限からの逸脱 

 
平成20年7月11日(金) 

第23回定期検査後の調整運転中,高
圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発
電機定期試験時に,機関の停止操作を
中央制御室より行い機関回転数低下
を確認した後,警報｢HPCS D/G START｣
が発報するとともに,機関が再起動し
た。 
機関は定格回転数で運転していた
が,発電機周波数,発電機電圧等の指
示が出ていないことを確認したことか
ら,高圧炉心スプレイ系ディーゼル発
電機が運転上の制限を満足していない
と判断した。 
当該非常用ディーゼル発電機を補
修後,健全であることを確認し,運転上
の制限の逸脱を解除した。 

① 高圧炉心スプレイ系ディーゼ
ル発電機機関の停止操作を行っ
た後に再起動した原因・機関の
停止指令後に燃料を遮断するタ
イマーが,正規設定値90秒である
べきところ62秒となっていたこ
とから,機関が完全停止する前に
燃料供給遮断が解除されたため,
機関に燃料が供給され再起動し
た。 
なお,無負荷起動・停止時に,
機関完全停止まで約64秒である
ことを確認した。 
② タイマーの目盛位置ずれに対
する推定原因・聞き取り調査並
びに再現性確認の結果より,タイ
マー単体試験後の復旧時に,ダイ
ヤルに誤って触れて目盛位置が
ずれたものと推定した。 

① 機関再起動に対する対策 
目盛位置のずれが確認されたタイマーについ
て,正規の値である90秒に設定し,シーケンス試
験,無負荷起動・停止において停止指令信号に
より燃料供給系の遮断が正常に行われることを
確認した。 
② タイマーの目盛位置ずれに対する対策 
[物的対策] 
・ タイマー単体試験時に確認された目盛位置
からのずれが無いことを確認できるように,
テープの貼付,マジックによる印付け等を行
う。 

・ タイマー点検の記録に目盛位置を追加する
とともに,復旧後の目盛位置の確認について
チェック欄を追加した。 
[管理的対策] 
・ 役務調達時に当社からの要求事項として発
注仕様書の特記事項にて,物的対策の実施を
要求する。 

・ 現地工事実施段階において同プロセスが確
実に実施されていることを当社監理員が確認
できるように,ＱＭＳ規程に反映した。 

【実施済み】 

再発防止策は,当社不適合管
理ルールに従い,対策・是正処置
が妥当であることを品質保証グ
ループマネージャーがレビュー,
所長が承認している。  
また,所内会議である不適合処
理状況検討会にて対策・是正処
置が問題ないことを再確認して
いる。 

原子力施設情報公開ライ
ブラリー(ニューシア)に登録
し,社内のみならず,社外で
も閲覧可能な状態としてい
る。 
当社不適合ルールに従い,
管理票については,施設解体 
若しくは廃棄後5年間保存す
ることとしている。 
また,当社不適合データ
ベースとして社員が閲覧可
能な状態となっている。 
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事故･故障,運転管理条件の逸脱等の原因分析と再発防止策 
事業所名 

事故･故障等の 
名称,発生日 

概要 原 因 再発防止策 
再発防止策の 
進捗状況 

再発防止策の 
検討･評価 

情報管理 

原 電 

【事故･故障等】 
【運転上の制限の逸脱】 

 
原子炉隔離時冷却系 
タービン排気ライン 
逆止弁損傷に伴う 
運転上の制限逸脱 

 
平成20年8月7日(木) 

第23回定期検査後の調整運転中,原
子炉格納容器内に封入された窒素の
圧力低下傾向が,原子炉隔離時冷却系
定期試験後に確認されたことから,原
子炉隔離時冷却系を運転上の制限外
へ移行し調査した。 
調査の結果,当該系統蒸気系排気ラ
イン逆止弁の弁体が接続部の損傷に
より脱落していることを確認した。 
当該弁の修理後,当該弁及び原子炉
隔離時冷却系の健全性を確認し,運転
上の制限の逸脱を解除した。 

① 弁体取付けネジ部に開閉によ
る繰返し荷重が発生し,き裂が進
展した。 
② 弁体取付けネジ部を点検して
いなかったため,き裂を検知出来
ずネジ部で延性破壊により最終
破断し,逆止弁弁体が脱落した。 

① 当面の対策として,弁体・ナット・座金・割
りピンを交換した。また,恒久対策までの措置
として,当該逆止弁の使用条件による評価を行
い弁体取付けネジ部にき裂が発生しないことを
確認した。 
② 恒久対策として,繰返し荷重を低減させるス
パージャへの交換及び衝撃緩和機構付き逆止弁
への交換を次回定期検査時に実施する。 
③ 弁分解点検内容に,疲労に着目した検査を追
加する。 

【実施済み】 
当面の対策は実施済。 
 
【再発防止策策定中】 
恒久対策は,次回定期検査で実施予定。 

再発防止策は,当社不適合管
理ルールに従い,対策・是正処置
が妥当であることを品質保証グ
ループマネージャーがレビュー,
所長が承認している。  
また,所内会議である不適合処
理状況検討会にて対策・是正処
置が問題ないことを再確認して
いる。 

原子力施設情報公開ライ
ブラリー(ニューシア)に登録
し,社内のみならず,社外で
も閲覧可能な状態としてい
る。当社不適合ルールに従
い,管理票については,施設
解体若しくは廃棄後5年間保
存することとしている。 
また,当社不適合データ
ベースとして社員が閲覧可
能な状態となっている。 

原 電 

【運転上の制限の逸脱】 
 

残留熱除去系(Ａ)定期試験に
伴う低圧注水系の 
運転上の制限の逸脱 

 
平成20年8月11日(月) 

第23回定期検査後の調整運転中,残
留熱除去系(Ａ)電動弁作動試験実施
中に,低圧注水系注入弁Ｆ042Ａの開
閉試験を行うための準備として,Ｆ042
Ａの均圧操作を実施したところ,Ｆ042
Ａの前後間の差圧が均圧できないこと
を確認した。 
Ｆ042Ａ下流側(原子炉側)にあるテ
スタブル逆止弁Ｆ041ＡまたはＦ041
Ａに伴って動作するテスタブル逆止弁
均圧弁ＦＦ027Ａにシートリークの可
能性があり,Ｆ042Ａの開閉試験が行え
ないことから,低圧注水系の運転上の
制限の逸脱を宣言した。 
Ｆ041ＡまたはＦＦ027Ａの弁シート
面への異物噛み込みが考えられたた
め,弁シート面のフラッシング準備と
して,弁間の圧抜き及び作動確認を実
施したところ,シート面の改善が確認
されたことから,低圧注水系(Ａ)の健
全性が確認されたことから運転上の制
限逸脱を解除した。 

前回の定期試験でＦ041Ａの作動
試験を行った際に,Ｆ041Ａまたは
ＦＦ027Ａのシート面にクラッド等
の微小な異物が挟まれ,シートリー
クが生じたと推定された。 

シート面への異物の挟まりによる一過性の事象
と考えられる。 

【再発防止策策定中】 
 
念のため次回の定期検査でＦ041Ａ及びＦＦ
027Ａの分解点検を予定する。 

当該事象は一過性であり再発
していないことから,念のため次
回定期検査で分解点検を計画し
ている。よって,現時点では再発
防止策の検討・評価を実施中。 

原子力施設情報公開ライ
ブラリー(ニューシア)に登録
し,社内のみならず,社外で
も閲覧可能な状態としてい
るが,次回定期検査での分解
点検等により再発防止策と
しての追加もあり得る。 
当社不適合ルールに従い,
管理票については,施設解体 
若しくは廃棄後5年間保存す
ることとしている。 
また,当社不適合データ
ベースとして社員が閲覧可
能な状態となっている。 

原 電 

【その他安全に係る情報】 
【運転上の制限の逸脱】 

 
原子炉隔離時冷却系の 
運転上の制限逸脱 

 
平成20年8月17日(日) 

第23回定期検査後の調整運転中,原
子炉隔離時冷却系タービン排気ライ
ン逆止弁補修後から原子炉格納容器
圧力の低下傾向が発生した。 
このため,当該逆止弁に不具合が発
生している可能性が高いことから,原
子炉隔離時冷却系について運転上の
制限逸脱を宣言した。 
その後,原子炉隔離時冷却系タービ
ン排気ライン隔離弁を閉止したとこ
ろ,原子炉格納容器圧力の低下が止ま
り,安定に維持された。 
原因調査の結果,当該逆止弁のシー
ト面の片当たりが確認されたことから
修理を行い,原子炉隔離時冷却系の機
能の健全性を確認したことから,運転
上の制限の逸脱を解除した。 

① 座金とアーム間,弁体シャフト
とアーム間のギャップがきつめ
の状態であった。 
② 弁体シャフトとアームに発生
した僅かな当たり跡が摺動抵抗
となり,座金とアームとの干渉に
より完全に着座できなかった。 

① 弁体に取り付けられた座金とアームが接触す
る部分の面取りを行い,座金とアーム間のギャッ
プを確保した。 
② 弁体シャフトとアーム間の接触痕部の表面手
入れを行い修正した。 

【実施済み】 

再発防止策は,当社不適合管
理ルールに従い,対策・是正処置
が妥当であることを品質保証グ
ループマネージャーがレビュー,
所長が承認している。 
また,所内会議である不適合処
理状況検討会にて対策・是正処
置が問題ないことを再確認して
いる。 

原子力施設情報公開ライ
ブラリー(ニューシア)に登録
し,社内のみならず,社外で
も閲覧可能な状態としてい
る。 
当社不適合ルールに従い,
管理票については,施設解体 
若しくは廃棄後5年間保存
することとしている。また,
当社不適合データベースと
して社員が閲覧可能な状態
となっている。 
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【その他安全に係る情報 
】 

雑固体減容処理設備冷却室内
における溶融金属等の飛散に伴

う発煙 
 

平成20年10月10日(金) 

通常運転中,廃棄物処理建屋2階の
雑固体減容処理設備溶融炉キャニス
タ冷却室にて現場管理していた委託運
転員が,キャニスタ昇降機が通常に比
べ早い速度で降下し,着座時に溶融物
が床面に飛散するとともに,冷却室内
に白煙が発生・充満していることを確
認したため,発電長に連絡した。連絡
を受けた発電長は,東海消防署に通報
した。 
その後,発電所の初期消火要員が現
場を確認したところ,炎は確認されず,
煙は冷却室内に留まっており冷却室外
へ拡がるおそれがないことから,初期
消火の必要は無いと判断した。 
また,東海村消防本部により「本事
象は溶融物が飛散して発煙したもので
あり火災ではない」と判断された。 

① 溶融物を追加投入する際に,
キャニスタ架台近傍にこぼれ落
ちた鉄筋が昇降機降下時に
チェーンとスプロケット間に巻
き込まれチェーンが外れ,キャニ
スタ昇降機の制動が利かなくな
り,キャニスタが急速降下した。 
② キャニスタが急速降下による
着座時の衝撃力が,高温状態での
キャニスタの機械的強度を上
回ったことから破損した。 
③ キャニスタの破損により流出
した溶融物が,床面の断熱材,塗
料,ケーブル被覆などに触れ,水
分や油分の蒸散及び各部潤滑に
用いている油脂類の加熱により
発煙した。 
④ 溶融物の飛散を想定していな
かったため,密閉構造として不十
分な部分があったことから溶融
物が冷却室外に漏れ出た。 

① キャニスタ急速降下防止対策 
・ 駆動機構に対して異物噛み込みが発生しな
いよう,駆動機構部全般に異物巻き込み防止
カバーを取り付ける。 

・ 電動機と駆動機構部との縁切れの可能性を
極力無くすため,駆動機構部をチェーン駆動
から直結ギア駆動に変更する。 

・ ブレーキ機構(電動機)と駆動機構部の縁切
れが発生した場合でも,キャニスタが破損に
至らない落下速度に抑制するよう,電動機と
駆動ギア間にウォーム減速機を設ける。 

② キャニスタ割れの対策 
上記①の対策によりキャニスタの急速降下で
の衝撃力による割れは防止できる。 
③ 冷却室への溶融物の流出を想定した対策 
・ 早期に冷却固化が可能なようにステンレス
鋼板製の溶湯受けを冷却室下部床面に設置す
るとともに断熱処理を強化する。 
・ 発生する煙を速やかに排煙できるよう,給
気口を設置する。 
・ 内部状態を容易に確認できるよう,温度セ
ンサ,監視用ＩＴＶ装置を追設する。 

④ 冷却室外への溶融物流出対策 
・ 冷却室内壁面の断熱パネル間にある隙間に
断熱材を充填し,溶融物が冷却室外に漏れ出
ることを防止する。 

・ 冷却室外に漏れ出た場合の消火対策として,
冷却室直近に消火砂を配備する。 

【実施中】 
 
現在,機器仕様等について詳細設計中。 

再発防止策は,当社不適合管
理ルールに従い,対策・是正処置
が妥当であることを品質保証グ
ループマネージャーがレビュー,
所長が承認している。 
また,所内会議である不適合処
理状況検討会にて対策・是正処
置が問題ないことを再確認して
いる。 

原子力施設情報公開ライ
ブラリー(ニューシア)に登録
し,社内のみならず,社外で
も閲覧可能な状態としてい
る。 
当社不適合ルールに従い,
管理票については,施設解体 
若しくは廃棄後5年間保存す
ることとしている。 
また,当社不適合データ
ベースとして社員が閲覧可
能な状態となっている。 

三菱原燃 

【運転管理条件の逸脱】 
 

第3核燃料倉庫 
ダストモニタの 
ノイズ等による異常 

 
平成19年11月1日(木) 

第3核燃料倉庫ダストモニタの計数
率指示値が15:25頃から急激に上昇
15:30頃に濃度異常(9cps超過)警報発
報した。処置をしない状態で15:40過
ぎには計数率指示値が低下し始め,警
報のリセット(9cps未満)がされ,異常
な状態が解除された。 

平成9年にメーカーにて修理した
際,検出部内のボルトの締め込みが
十分でなかったため振動により徐々
にボルトが緩んで脱落し,その脱落
したボルトがプリアンプ基板に落
下したためノイズが回路内に入り,
信号として計数されたことにより
計数率指示値が急激に上昇した。 

第3核燃料倉庫及び他5台の該当するダストモニ
タの検出器のボルト緩み防止のために「ねじロッ
ク」を塗布する。 

【実施済み】 
 
平成19年12月6日に全てのダストモニタに対
して「ねじロック」を塗布し完了した。 

再発防止策は,保安不適合の
管理システムに従って,関係者の
検討後,核燃料取扱主任者の確
認及び環安部長の承認を受けて
いる。また,対策処置結果につい
て管理総括者への報告及びマネ
ジメントレビュー(保安報告会)
にて社長への報告が実施されて
いる。 

保安不適合の管理台帳に
登録し,電子掲示板で社内従
事者が常時閲覧できるよう
にしている。 

三菱原燃 

【運転管理条件の逸脱】 
 

可燃性廃棄物の焼却炉の 
冷却水漏えい 

 
平成19年11月12日(月) 

放射性可燃廃棄物を焼却炉にて焼
却中,炉本体を保護するための冷却水
が冷却ジャケットから漏れ,灰回収扉
を伝って焼却灰取出しフードに漏えい
した。 
この漏えいした冷却水は床面より約
1ｍ低い焼却灰回収ピット内に約60
リットルたまった。 

炉内壁は高温であり,高温腐食
(酸化)あるいは焼却灰の残留塩化
物と炉内結露により減肉した部分
から冷却水が漏えいしたと推測さ
れる。 

① 焼却炉本体を更新する。 
② 焼却炉内壁部の内筒部外観及び内筒壁肉厚
の定期検査要領,及び実施計画表を作成する。 
③ 作業標準書に設備管理を追加する。 
 ・ 冷却水のブロー 
 ・ 冷却水交換頻度の明確化 
 ・ 冷却水に清缶剤(防錆剤)投入 

【実施済み】 
 
①については,更新後の使用前検査合格証の
交付を,平成20年7月2日に受け完了した。 
②については平成20年7月9日に完了した。 
③については平成20年7月8日に完了した。 

再発防止策は,保安不適合の
管理システムに従って,関係者の
検討後,核燃料取扱主任者の確
認及び環安部長の承認を受けて
いる。また,対策処置結果につい
て管理総括者への報告及びマネ
ジメントレビュー(保安報告会)
にて社長への報告が実施されて
いる。 

保安不適合の管理台帳に
登録し,電子掲示板で社内従
事者が常時閲覧できるよう
にしている。 



【別表2】(7/9) 

事故･故障,運転管理条件の逸脱等の原因分析と再発防止策 
事業所名 

事故･故障等の 
名称,発生日 

概要 原 因 再発防止策 
再発防止策の 
進捗状況 

再発防止策の 
検討･評価 

情報管理 

三菱原燃 

【事故･故障等】 
 

管端仕上げ装置火災 
 

平成20年10月3日(金) 

平成20年10月3日(金)13時35分頃,
成型工場燃料棒溶接室において,燃料
棒に組み立てる前の被覆管の管端を切
断する作業中に,被覆管の切粉に着火
して火災が発生した。 
現場作業者により切粉の火は直ち
に消火器で消火された。 
当該の被覆管管端仕上げ装置の切
断機・仕上げ機を覆うカバーなど装置
の一部が炎により損傷したが,周囲へ
の延焼及び作業者の怪我等はなかっ
た。 

回収水槽の水面上に切粉の燃え
跡があったことから,回収された切
粉の一部が水面上に出ており,この
上に,刃具の切れ具合が悪くなった
ことによって切削による摩擦熱で
着火した切削中の切粉が落下し,回
収水槽の切粉に延焼したものと考
えられる。 

① 作業開始前に回収水槽の水位と切粉量(水面
から150mmまで)を点検し,点検結果を記録する。 
② カバー内部の切粉の清掃頻度を2回/日(AM,PM
の作業終了時)とする。清掃状況をリーダー以
上の者が点検し,点検結果を記録する。 
③ 回収水槽付近の配管類を不燃材で保護する。 
④ カバーの窓を難燃材(ポリカーボネート)に変
更する。 
⑤ 刃具の交換頻度を約800本毎から約400本毎に
変更する。 
⑥ 刃具が200本以内で折損することが連続した
場合は,アライメントの確認を行い必要に応じ
て調整を行う。 
⑦ 水位センサーを設け,水位低下時に警報を出
す。 
⑧ 刃具の切断本数カウンターを設置し,400本で
警報を出す。 
⑨ 使用済みの刃にマジックで印を付け,再使用
を防止する。 
⑩ 外バリ取り,内バリ取りについても,作業前の
水位,作業後の清掃状態の点検を行い,点検結果
を記録する。 
⑪ 切断機カバー付近のセンサーケーブルを不燃
材で保護する。 
⑫ 回収水槽を小型化し,毎日,切粉を回収するよ
うにする。 

【実施済み】 
 
①～⑥は10/7までに完了,⑦～⑪は10/31まで
に完了,⑫は12/2に完了した。なお,⑫で回収水
槽を小型化し,回収水槽の切粉を毎日の作業終
了時に回収することとしたため,作業開始前の
回収水槽の水位がレベルゲージ以上あることの
確認のみで切粉上面から水面まで十分な距離が
担保できるので,回収水槽内の切粉上面から水
面までの点検を廃止した。 

再発防止策は,保安不適合の
管理システムに従って,関係者の
検討後,核燃料取扱主任者の確
認及び環安部長の承認を受けて
いる。また,対策処置結果につい
て管理総括者への報告及びマネ
ジメントレビュー(保安報告会)
にて社長への報告が実施されて
いる。 

保安不適合の管理台帳に
登録し,電子掲示板で社内従
事者が常時閲覧できるよう
にしている。 

機構大洗 

【事故･故障等】 
 

高速実験炉「常陽」 
計測線付実験装置との 
干渉による回転プラグ 
燃料交換機能の一部阻害 

 
平成19年11月2日(金) 

平成19年6月11日に燃料交換機新
ホールドダウン軸の荷重異常が発生し
たことから,原子炉内を観察したとこ
ろ,炉内燃料貯蔵ラック上に計測線付
実験装置の試料部が突き出ており,回
転プラグの操作範囲が制限されること
を確認した。 
さらに,その後の観察により,炉心上
部機構下端の一部に試料部との接触
による損傷・変形があること等を確認
した。 

計測線付実験装置の試料部が保
持部から正常に切り離されなかっ
た状態で保持部を移動させたこと
が,炉内燃料貯蔵ラック上に試料部
が突き出し,炉心上部機構の下端に
損傷・変形が生じた原因である。 
なお,切り離しが正常に行われな
かった原因については,現在,調査
中である。 

原因究明結果を踏まえて,再発防止対策を検討
する。 

【再発防止策策定中】 
 
原因究明結果を踏まえて,再発防止対策を検
討する。 

原因究明結果を踏まえて,再発
防止対策を検討し,所内・部内の 
委員会等で妥当性について評
価する計画である。 

法令報告をインターネッ
トに掲載するとともに,事
故・トラブル情報のデータ
ベースに登録し,従事者が閲
覧できるようにしている。 

機構大洗 

【その他安全に係る情報】 
 

燃料研究棟における 
非管理区域内の 
トレイ内水溜り事象 

 
平成20年2月8日(金) 

廃液貯槽の水位計の校正試験のた
め,2月7日(木)に約4.1㎥,同8日(金)
に約0.7㎥の浄水を断続的にシャワー
室(管理区域)の排水口から排水用塩
ビ配管(以下,配管)を経由して廃液貯
槽へ流した。2月8日(金)10：00頃,10
Ａ号室(非管理区域)の配管の巡視点
検により,配管の下に設置されている
トレイ内に約20～30mℓの水溜りを発見
した。水はトレイ内に溜まっており,
また,水,トレイ,配管,10Ａ号室の床等
には汚染はなく環境への影響はなかっ
た。 

シャワー室から流した浄水が,床
面の排水口コーキング近傍からコ
ンクリート内に浸透し,トレイ内に
滴下したものと判断した。 

① シャワー室床面の排水口について,水がコン
クリート内に浸透しないように年度内に補修す
る。 
② 水位計の校正方法及び排水用塩ビ配管を使用
しない廃液貯槽の水張り方法を検討し,関連す
る燃料研究棟特定施設作業要領を改定する。 

【実施済み】 
 
① シャワー室床面の排水口の補修について
は,平成20年4月16日に完了した。 
② 水位計の校正方法については,廃液貯槽に
水張りを行わない手法として,水位計を廃液
貯槽から引き抜いて,検査用ポットに装着し
て行う方法に改めた。 
③ 廃液貯槽の水張り方法については,廃液貯
槽室の手洗い器から廃液貯槽へ直接水を導入
する手順とし,排水用塩ビ配管を使用しない
方法に改めた。 
④ ②,③について,燃料研究棟特定施設作業要
領を平成20年7月31日付けで改定し,当該作業要
領の教育を平成20年8月21日に実施した。 

再発防止策は,平成19年度第3 
回燃料材料試験部安全技術検討
会(平成20年2月25日開催)で検
討し,妥当であると評価された。 

本件は,大洗研究開発セン
ター品質保証計画書「燃料材
料試験施設に係る要領書」に
基づき,不適合管理,是正処
置計画・報告を行っている。
また,大洗研究開発センター
イントラネット(通報連絡基
準)において,トラブル事例集
として掲載している。 

機構大洗 

【その他安全に係る情報】 
 

停電に伴う 
照射燃料集合体試験施設 
既設電源設備の不具合 

 
平成20年8月19日(火) 

17時59分頃商用電源の停電が発生
した。約13秒後に大洗変電所の商用電
源が復旧したにも拘わらず,ＦＭＦ既
設施設では受電できなかった。このた
め,ディーゼル式電源設備により施設
の負圧維持に係る電力の供給を開始
したが,18時14分頃ディーゼル式電源
設備がトリップした。 
さらに,大洗変電所の非常2次電源
からも受電できなかったため,18時18
分頃電源設備の定検時等に使用する
排気第7系統を起動した。その後,商用
電源の受電盤内の遮断機を再投入し
て,商用電源を受電し,復旧した。 

① 大洗変電所の商用電源の復旧
時及びディーゼル式電源設備の
トリップ時に既設の受電盤で受
電できなかった原因は,連動を
取って運転している増設と既設
の受電盤の双方の切替スイッチ
が,通常は「自動」にあるべきも
のが増設側だけ「手動」になっ
ていたためである。なお,増設側
受電盤の切替スイッチは増設側
ターボ冷凍機の試運転の際に「自
動」に戻し忘れた可能性が高い。 
② ディーゼル式電源設備のト
リップの原因は,建屋内貯水槽の
水位が低下し,最終的には水供給
が途絶えて,冷却水が断水したた
めである。 

① 受電盤及び非常用電源設備にて受電・給電等
の機能を有するスイッチ等の通常状態を現場に
表示し,スイッチ等が通常状態にあることを点
検する。 
② 冷却水供給システムを有するディーゼル式電
源設備について,これまでの起動試験に加え,停
電時を模擬した状態で冷却水供給状況を確認す
るための試験を3ヶ月に1回の頻度で実施する。 
③ ①,②についてマニュアルへ反映し,教育を
行って周知徹底する。 
④ ボールタップや三方弁・定水位弁の交換を行
う。 

【実施済み】 
 
① 施設内の受電盤及び非常用電源設備の受
電・給電の機能を有するスイッチについて,｢通
常状態｣におけるスイッチの位置を現場に表
示した。 
② 冷却水供給システムを有するディーゼル式
電源設備について,停電時を模擬した状態で
冷却水供給状況を確認するための試験を8月
21日に実施し,ポンプやボールタップ等の機
能が正常であることを確認した。 
③ 点検方法等について,マニュアルを見直す
とともに,教育を実施した。 
④ ボールタップや三方弁・定水位弁の交換を
実施した。 

再発防止対策を含めた是正処
置計画・報告書を作成し,燃料材
料試験部安全技術検討会で審議
するとともに,所長へ報告し,妥
当であると評価された。 

① 燃材施設に係る管理要
領に従い不適合管理を実
施した。 
② 不適合事項等水平展開
指示・報告シートにより所
内への水平展開を実施し
た。 
③ 所内イントラに事案の
概要を掲載している。 
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事故･故障,運転管理条件の逸脱等の原因分析と再発防止策 
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概要 原 因 再発防止策 
再発防止策の 
進捗状況 
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情報管理 

機構大洗 

【その他安全に係る情報】 
 

照射燃料集合体試験施設の 
スタックモニタの 
サンプラ停止 

 
平成20年11月1日(土) 

平成20年11月1日15時50分頃,商用
電源への復電作業に伴う点検を行っ
ていたところＦＭＦのスタックモニタ
のサンプラが停止していたことを確認
した。 
16時47分頃にサンプラを起動しサン
プリングを再開した。当日は,大洗研
究開発センター南受電所の定期点検
作業による商用電源の停止に伴い,Ｆ
ＭＦではディーゼル式電源設備(非常
用発電機)により給電していたが,9時
45分頃当該電源設備がトリップし,自
動的に非常二次電源(南受電所)によ
り給電が行われていた。 

① ディーゼル式電源設備がト
リップしたのは,過電流継電器の
設定値(低目に設定していた)を
超える負荷電流のためである。 
② スタックモニタのサンプラが
停止したのは,非常1次系から非
常2次系への切替時の影響によ
り,リモートコントロール用の
シーケンサが故障してサンプラ
の電磁弁が｢閉｣となったことに
よる。シーケンサの故障は,シー
ケンサ内のアルミ電解コンデン
サの寿命劣化によるものである。 
③ スタックモニタのサンプラの
停止の確認が遅れたのは,ディー
ゼル式電源設備がトリップした
ことを,サンプラの点検を所掌す
る部署に連絡することを定めて
いなかったためである。 

① ディーゼル式電源設備の実負荷給電試験に基
づき,過電流継電器の設定値を適正なものにす
る。 
② シーケンサの機能維持のため,定期的な保守
を行う。 
③ 今後施設担当部署と放射線管理部署が関係
する作業を行う際には,作業計画時に関係者間
で異常時の速やかな連絡・設備の不具合等に対
する措置等が確実に行われるように手順書等を
定めることとした。 

【実施中】 
 
① ディーゼル式電源設備の実負荷給電試験時
の実測電流を考慮し,過電流継電器の設定値
を変更した。 
② 放管機器点検整備手引を改定し,シーケン
サの定期的な保守について定めた。 
③ 施設担当部署と放射線管理部署等が関係
する作業では,一般作業計画書等において関
係者間で異常時の速やかな連絡・設備の不具
合等に対する措置等が確実に行われるよう明
記することを検討している。 

再発防止対策を含めた是正処
置計画書を作成し,燃料材料試
験部安全技術検討会で審議する
とともに,所長へ報告し,妥当で
あると評価された。 

① 燃材施設に係る管理要
領に従い不適合管理を実
施している。 
② 所内イントラに事案の
概要を掲載している。 

サイクル研 

【Ｃ情報】 
 

ガラス固化技術開発施設 
固化セル内ドリップトレの 
漏洩検知装置発報 

 
平成19年12月9日(日) 

6時33分頃,ガラス固化技術開発施
設 固化セル内の漏洩検知装置が発報
した｡セル内ＩＴＶカメラでセル内を
観察したところ,発報した漏洩検知装
置を設置しているドリップトレに液溜
まりを確認するとともに,セル内に10
台あるインセルクーラのうち,1台の冷
水配管の遠隔継手のベローズ部から冷
水が漏えいしていることを確認した｡ 
漏えい箇所の特定後,8時29分頃,当
該インセルクーラへの冷水供給を閉止
し,冷水の漏えいを止めた｡ 
漏えいした冷水の量は約13ℓで,平均
漏えい速度は約9mℓ/分であった｡ 

冷水配管からの冷水の漏えいは,
遠隔継手のベローズ山に生じた周
方向のき裂から発生していた。こ
のき裂はベローズ山がつぶれたこ
とによりベローズ山内面に塑性変
形が生じ,この部分に冷水の圧力変
動による応力が繰返し集中したこ
とにより発生し,進展したものであ
る。 

① 冷水の漏えいが生じた遠隔継手は,新たに製作
し交換する｡ 
② ベローズを有する遠隔継手を交換する際は,新
規製作品完成時,現地受入時,固化セル内配管へ
の据付前後の各段階でベローズの健全性を確認
する。また,これを目的とした外観検査の実施及
びその具体的方法を課内規則に定める。 
③ ベローズ山のつぶれがき裂の発生に繋がるこ
とを課員に教育し,遠隔継手の保守作業時等にお
けるリスク低減を図る。 
④ 各機器の冷水,冷却水,高放射性廃液等の配管
に設置している遠隔継手ベローズの点検を定期
的に実施することを課内規則に定める。 

【実施済み】 
 
① 遠隔継手を新たに製作し交換を行った。 
② 平成20年9月19日にベローズを有する遠隔
継手を交換する際におけるベローズの健全
性確認方法について,課内規則を定めた。規
則に則り新たに製作した遠隔継手は平成20
年12月10日の新規製作品完成時から平成20
年12月18日の据付終了後まで計4回にわたり
ベローズの健全性確認を実施した。 

③ 平成20年9月17日～26日の期間,上記2.の
課内規則を用いてベローズ山のつぶれがき
裂の発生につながることについて,課員に教
育を行った。 

④ 平成20年10月17日に遠隔継手ベローズの定
期的な点検について課内規則を定めるとと
もに,課員へ教育を行った。 

不適合管理及び是正処置・予
防処置規則に基づき是正処置要
求書(兼報告書)を作成し,原因
を特定後,是正措置計画を定め,
処置決定権限者(部長)の承認を
得て,是正措置を実施中である。 

本事象の概要,原因,対策
について再処理技術開発セ
ンター朝会で情報共有を
図っている。 

サイクル研 

【Ｃ情報】 
 

管理区域からのオイル漏洩 
 

平成19年12月19日(水) 

第二アスファルト固化体貯蔵施設 
電気室(非管理区域)において,日常巡
視点検時に床面の一部に少量の油(数
mℓ)を発見した。直ちにキムタオルで
拭き取るとともに放射能測定を行い,
汚染がないことを確認した｡また,上位
階の除染室(管理区域)の確認を行っ
たところ,室内には,ビニール袋に梱包
したプラスチック製オイル缶(20ℓ)が
あり,オイル缶底部の亀裂から床面の
養生シート上に油が滲み出し溜まって
いることを確認した。 
除染室内床面に溜まっていた油は回
収(800mℓ)するとともに,床面の放射能
測定を行い,汚染がないことを確認し
た。また,除染室内の油が溜まってい
た床面を確認したところ,塗装表面に
ひび割れ(へアークラック) があるこ
とを確認した｡ 

電気室に油が漏洩した原因は,除
染室で保管しているプラスチック
製オイル缶が,経年変化により割れ
を生じ,ビニール袋の破れと養生
シートの合わせ目から滲み出した
油が床面のヘアークラックを通じ
て漏洩したものである｡ 
上記のプラスチック製オイル缶
は通路等から見えない場所に保管
していたため,巡視点検等で確認さ
れず,オイル缶からの滲み出しを発
見することができなかった。また,
オイル缶を当該室に移送した際に
担当者が表示を行うのを忘れ,関係
者への情報共有や引継ぎも行われ
なかった。 

① 割れが生じたプラスチック製オイル缶及び回
収した油は廃棄する。今後,油類をプラスチッ
ク製オイル缶で保管する場合は,容器の移し替
え,保管期間の管理,拡大防止用のトレイ上での
保管等,必要な措置を講じた上で保管する。 

② 漏れたオイル缶と同じ場所に保管していた油
類,ペイント等は巡視点検で確認しやすい場所
に移動して保管する。また,部内で類似の物品
がないか調査を行い,あった場合には同様の処
置を行う。 
③ 少量未満危険物や化学薬品などの保管,表示
に係るルールを再度周知徹底するとともに,今
回の事象概要及び再発防止策について教育を行
う。 

【実施済み】 
 
① プラスチック製オイル缶及び回収した油を
廃棄した。また,油類をプラスチック製オイ
ル缶で保管していたものは,容器の移し替え
または拡大防止用トレイ上へ移動した。これ
らは平成20年2月28日に完了した。 
② 漏れたオイル缶と同じ場所に保管していた
油類,ペイント等について保管場所の移動又
は物品の廃棄などの処置を平成20年2月15日
に完了した。また,類似物品の調査でリン酸
の保管を確認したため,これを処置するとと
もに,平成20年2月12日に保管リン酸の点検に
ついて課内規則を定めた。 
③ 平成20年2月26日～27日の期間に,少量未
満危険物や化学薬品などの保管,表示に係る
ルール及び今回の事象概要,再発防止策につ
いて課内教育を行った。 

不適合管理及び是正処置・予
防処置規則に基づき,是正処置
要求書(兼報告書)を作成し,原
因の特定を行い処置した結果に
ついて是正処置要求者(センター
長)が妥当であると評価してい
る。 

本事象の概要,原因,対策
について再処理技術開発セ
ンター朝会にて情報共有を
図っている。また,予防処置
要求書(兼報告書)を作成し,
センター内各部で予防処置
を実施した。 
その後,予防処置の結果に
ついて予防処置要求者(セン
ター長)が妥当であると評価
している。 

サイクル研 

【Ｃ情報】 
 

プルトニウム燃料第三開発室に
おける漏水(工業用水) 

 
平成19年12月20日(木) 

プルトニウム燃料第三開発室2階ダ
クトスペース内に設置した冷水設備用
の補給水槽の出口配管が破損し,漏水
の一部は地下1階の電気室(非管理区
域)にも広がった。直ちに補給水槽に
給水している手動バルブを閉止し,漏
水を止めた。 

破損した部分は,経年劣化によ
り,配管内部が腐食し減肉していた
ことから,破損したものと推定され
る。 

① 類似箇所の配管を点検する。 
② 「冷水設備の点検マニュアル」に補給水槽の
配管等について,年一回の定期点検で腐食,漏洩
等の有無を確認する旨を追記する。 

【実施中】 
 
① プルセンター内の類似箇所の配管を全て点
検し,異常のないことを確認した。 
② 改定した「冷水設備の点検マニュアル」に
ついて当該作業にあたる従事者に周知した。
また,定期点検で腐食,漏洩等の有無を確認す
るため,冷水設備点検の仕様書に反映し,2月
に点検を行う計画である。  

核燃料物質使用施設保安規
定,使用施設品質保証計画書に
基づき,研究所使用施設における
不適合管理並びに是正及び予防
処置要領書に定められた,「不適
合及び是正処置計画書・報告書」
をプラント保全課長が作成し,プ
ルトニウム燃料技術開発セン
ター長及び環境プラント技術部
長の承認を得た。 

本事案は,プルトニウム燃
料技術開発センター内に周
知した。 



【別表2】(9/9) 

事故･故障,運転管理条件の逸脱等の原因分析と再発防止策 
事業所名 

事故･故障等の 
名称,発生日 

概要 原 因 再発防止策 
再発防止策の 
進捗状況 

再発防止策の 
検討･評価 

情報管理 

サイクル研 

【Ｃ情報】 
 

核物質移動用のシャッタの 
誤作動 
 

平成20年7月7日(月) 

プルトニウム燃料第三開発室におい
て,査察対応のため,ＭＯＸ粉末を収納
した粉末搬送容器を粉末保管ベッセ
ルから粉末調製室(1)のメインテナン
ス用設備に搬送し,重量の自動測定を
実施した。当該容器は長期間,保管
ベッセルに保管されていたため粉末が
自然酸化しており,台秤で許容値を超
える重量増加が確認された。そのため,
再度重量測定を実施し,容器の受入搬
送を終了した。 
その後,容器を粉末保管ベッセルへ
戻すため,重量の自動測定を行ってい
た。その際,移動許可を得るための事
前確認が終了する前に当該設備の搬
送台車が核物質移動管理用のシャッ
タ上まで走行,シャッタが開き,当該容
器が次の臨界ユニット前の搬送経路の
台車に移り停止した。 

① 当初は,許容値を越える重量差
が認められた場合は,容器を保管
ベッセルに一旦戻す手順であっ
たが,粉末の自然酸化による重量
増加のように,核物質量に変化が
ないことが明らかな場合は,工程
の合理化から,容器を戻さずに許
容値を大きくして再度,重量測定
を行えるように手順を変更した。
この変更により,再重量測定時に
は,シャッタへの開許可信号が発
信されることになった。 
② メインテナンス用設備の機器
制御装置では,重量測定を繰り返
すと容器の払出し動作が行われ
るプログラムとなっていたため,
上記①の状態で重量測定を繰り
返した結果,当該容器が入出庫台
車まで自動で搬送された。 

① 搬送容器の受入時に,許容値を上回る重量差
が確認された場合は,一旦,払出元の保管ベッセ
ルに当該容器を戻し,許容値を大きくしてから,
再度,移動手続きを開始することとした。(許容
値を超えた場合に,台秤で再度重量を測定する
プログラムは使用しない。) 
② 上記①の対策で,再発は防止できるが,念のた
め,メインテナンス用設備の機器制御装置のプ
ログラムを修正し,重量測定を繰り返した場合
でも,次のステップに進まないようにした。 

【実施済み】 
 
① 中央計算機が保管ベッセルから搬送した容
器を「受入不可」と判断した場合は,当該容
器を元の保管ベッセルに戻し,再度搬入手続
きから行うことを工程制御計算機の作業マ
ニュアルに明記し,改訂した。また,当該作業
にあたる従事者に教育を行った。 
② メインテナンス用設備の機器制御装置のプ
ログラムを修正し,正常に動作することを確
認した。 

再発防止策は,核燃料物質使
用施設品質保証計画書・要領書
に定める,不適合管理並びに是正
及び予防処置要領書に則り,不
適合管理及び是正処置計画書・
報告書を作成し,燃料技術部長
の確認,プルトニウム燃料技術開
発センター長の承認を得ている。 

本事案は,プルトニウム燃
料技術開発センター内に周
知した。 

サイクル研 

【Ｃ情報】 
 

ＣＰＦヨウ素モニタにおける指
示値の上昇 

 
平成20年7月15日(火) 

ＣＰＦ施設からの排気を監視してい
る排気モニタのうち,ヨウ素モニタの
指示値が7月11日20時頃から上昇傾向
を示し,核種分析を行ったところ,核種
は放射性ヨウ素ではなく,核分裂生成
物の子孫核種であるテルル(125mＴｅ)
であることを7月15日に確認した。な
お,125mＴｅの放出濃度は,法律に定め
る濃度限度の約1/300であった。 

試験において得られた不溶解残
渣から気化したテルル(125mＴｅ)が
換気系に移行し,ヨウ素モニタの指
示値を上昇させたものである。な
お,テルルの揮発性化学種としては
水素化テルル(Ｈ2Ｔｅ)や六フッ化
テルル(ＴｅＦ6)があり,今回,不溶
解性残渣と一緒に収納されていた
フッ素樹脂系及びセルロース混合
エステル系のろ過フィルター材の
放射線分解により発生した水素
(Ｈ)やフッ素(Ｆ)とテルル(125mＴ
ｅ)が反応して気化したものと考え
られる。 

今後短冷却燃料の再処理試験に際しては,事前
にテルル(125mＴｅ)の量を評価し,必要に応じてろ
過フィルターの素材を変更する等の対応を行う。 

【実施済み】 
 
ＣＰＦでの再処理試験においては,テルルの
排気系への移行を防止するため,フッ素樹脂系
及びセルロース混合エステル系のフィルター材
を用いないようにしている。 

本事象は,不適合管理並びに
是正及び予防処置要領書に基づ
く機器の不具合や汚染,被ばく等
軽微な不適合に該当するもので
はなかった。なお,再発防止策に
ついてはサイクル工学試験部試
験運転第1課において検討し,部
長,次長,核燃料取扱主務者,安
全主任者及びサイクル工学試験
部内各課長等が出席するサイク
ル工学試験部会等で議論して,部
長が妥当であることを確認して
いる。 

本件は,サイクル工学研究
所の事故･故障等のデータ
ベースに登録し,従事者が閲
覧できるようにしている。ま
た,ＣＰＦ安全衛生委員会に
おいて,関係課員に周知して
いる。 

サイクル研 

【Ｂ情報】 
 

ガラス固化技術開発施設 
における 

無停電電源装置の故障 
 

平成20年9月12日(金) 

ガラス固化技術開発施設で電気設
備の定期点検に伴う商用電源の短時
間の停電を実施したところ,無停電電
源装置から給電している放射線管理
設備,プロセス制御盤等の負荷へ給電
できなくなった。約5秒後商用電源の
復電により予備系統から自動的に給
電され,これら負荷への給電が復帰し
た。 
なお,この時ガラス固化技術開発施
設の運転は停止しており,約5秒間の停
電による放射線監視の状況と措置機
能,換気,ユーティリティ等への影響は
なかった。 
メーカによる点検結果,無停電電源
装置インバータ内部の直流過電圧を
検出する基板の不具合と推定されたこ
とから,予備の基板と交換し,その後,
蓄電池から負荷へ給電が継続されるこ
とを確認するための試験を実施した。
本試験により,無停電電源装置及び負
荷側に異常がないことを確認し,通常
状態に復帰した。 

交換した基板のメーカによる調
査の結果,故障の原因は経年変化に
よりインバータの直流電圧を検出
する基板(以下,「直流電圧検出基
板」という)1 枚の検出特性が不安
定になり,設定電圧より低い電圧で
一時的に誤作動を起こしたもので
ある。 
当該基板は1990年製と設置後約
18年を経過しており,メーカの交換
推奨である約15年を過ぎていた。 

① 全ての無停電電源装置(計12基)のうち,直流
電圧検出基板を有する装置(5基)は,その基板の
交換をメーカ交換推奨時期(約15年)を目安に行
うこととし,平成20年12月末までに交換計画を
作成する。 
② 全ての無停電電源装置について,機能維持の
観点から重要と思われる基板等を計画的に交換
することとし,交換計画を平成21年3月末までに
作成する。 
③ 上記①，②の再発防止策を平成21年3月末ま
でに課内規則へ追記する。 

【実施中】 
 
① 直流電圧検出基板を有する装置のうち,
メーカ交換推奨時期を過ぎていた焼却施設の
無停電電源装置の直流電圧検出基板につい
て,平成20年12月17日に交換した。また,直流
電圧検出基板の交換計画表を平成20年12月
24日に作成した。 
② 全ての無停電電源装置について,機能維持
の観点から重要と思われる基板等の交換計画
を作成すべく,対象基板の選定,交換品の調達
方法,交換スケジュール等をメーカと協議し
進めている。 
③ 課内規則「無停電電源装置の施設定期自主
検査要領」へ本事象の再発防止策を反映する
ため,改訂準備を進めている。 

不適合管理及び是正処置・予
防処置規則に基づいて,本件に係
る不適合報告書を作成するとと
もに,是正処置要求書(兼報告
書)にて,原因を特定後,是正処
置計画を定め,処置決定権限者
(部長)の承認を得て,是正処置
を実施中である。 

本事象の概要,原因,対策
について再処理技術開発セ
ンター朝会にて情報共有を
図っている。 
本件の内容については,保
安管理部から業務連絡書に
て研究所内への周知と,水平
展開実施の指示を行った。 

サイクル研 

【事故･故障等】 
 

プルトニウム燃料技術 
開発センター 

周辺駐車場における 
車両火災 
 

平成20年9月24日(水) 

プルトニウム燃料技術開発センター
周辺駐車場(周辺防護区域外)におい
て,駐車していた工事業者乗用車から
発煙を確認,初期消火を開始するとと
もに東海村消防本部に連絡した。 
東海村消防本部により鎮火を確認
した。 

オーディオ機器の電源ケーブル
の短絡 

電気系が原因の車両火災の多くは,素人作業に
より行った電気配線のショートにより引き起こさ
れていることから,自らオーディオ機器等を取り
付ける場合でも,専門的な安全チェックを確実に
行う。 

【実施済み】 
 
上記対策を職員,常駐協力会社員および工事
業者等に周知し,注意喚起を行った。 

－ 
安全ニュースで周知する
とともに,サイクル研イント
ラに掲載した。 

 



【別表3】(1/2) 

「事故・故障等」,「運転管理条件の逸脱」,「施設管理情報」の総括的評価 

事業所名 事象発生の推移・傾向 動機的原因分析 抜本的事案発生低減策 安全対策についての考え方,理念 

原燃工 

○平成17年度 
Ａ情報1件(機器故障1件) 

○平成18年度 

Ｃ情報2件(機器故障2件) 
○平成19年度 

Ａ情報2件 

(ヒューマンエラー2件) 
○平成20年度 

Ｂ情報1件,Ｃ情報1件 

(ヒューマンエラー1件,機器故障1件) 

機器故障は,平成19年は0件であったが,年間1件～2件で推移しており,大きな増減はない。保全については従前
より,優先順位を決めて計画的に設備・機器の更新や部品の交換などに取り組んでいる。なお,機器故障のうち3

件は電子部品の故障によるものであり,偶発的に発生したものと推定される。残り1件は強風によるシャッター上

部隙間からの雨水の吹き込みによるものであり,再発防止対策実施後,類似の事象は発生していない。 
ヒューマンエラーは平成17年,平成18年は0件であったが,平成19年2件,平成20年1件発生した。平成19年の1件は

粉末取扱いボックスに核的制限値を超えるウランを持ち込んだ,所謂「不適切なウランの取扱い」である。「不

適切なウランの取扱い」については,組織要因にまで遡って根本原因分析を行い,原因として,核的制限値の異な
る2種類のボックスの存在,ウラン取扱い変更に関する事項の不十分なチェックシステム,同種作業の繰り返しに

よる思い込み,ウラン粉末の重量増加の不十分な周知と作業指示を抽出し,これらについて網羅的に再発防止対策

を講じた。これにより,「不適切なウランの取扱い」以降,ウランの取扱いに関するヒューマンエラーは発生して
いない。一方で,平成20年に加工工場組立室の温水配管ドレインバルブの確認不十分により,エアコンからの漏水

が発生した。「不適切なウランの取扱い」の再発防止対策の一環として,ウランを直接取り扱う工程の作業標準

は工程毎に整備されたが,ウランを直接取り扱わないが保安に関連する作業については作業標準が十分ではない
可能性のあることがわかった。 

なお,平成19年のもう1件は,焼結炉停止時の定検作業で熱電対保護管を傷つけたことにより,焼結炉昇温後にイ

ンターロックが作動したものである。この事象の原因究明を通じて熱電対保護管を損傷した場合の熱電対の挙動
が新知見として明らかになった。再発防止対策実施後,類似の事象は発生していない。 

機器故障については,国,県,村,隣接市に提出した高経年化対策
評価の長期保全計画に基づき,従前より実施している設備・機器

の保全活動を充実させることとしている。 

「不適切なウランの取扱い」に関する再発防止対策の実施によ
り,ウランの取扱いの関するヒューマンエラーは発生していない。

ウランを直接取り扱わないが保安に関連する作業についても作業

標準を点検し,場合によっては見直すこととした。 

法令,規制要求事項の遵守,原子力安全の重要性を含めた保安品質方針を
定め,原子力安全の維持・向上に努めている。東海事業所は保安品質方針を

受け,関係部署で保安品質目標に展開し,ＰＤＣＡのサイクルを廻しながら,

自主保安活動に取り組んでいる。 
Ａ,ＢまたはＣ事象が発生した場合には,保安品質方針の基本方針3．にあ

るとおり,保安品質マネジメントシステムに則って適切に是正し,類似事象

の再発防止対策を実施している。 
具体的には,Ａ,ＢまたはＣ事象が発生した場合,当該部門(必要に応じて

関係部署も協力)で原因究明を実施し,それに基づいて再発防止対策を検討

することはもちろんのこと,必要に応じて東海事業所の保安に関する最高意
志決定機関である核燃料安全委員会(委員長：核燃料取扱主任者)において

再発防止対策の妥当性及び関係部署への水平展開の必要性を審議すること

としている。 
また,設備・機器の保全については,優先順位を決めて計画的に設備・機

器の更新や部品の交換などに取り組んでおり,今後は,高経年化対策評価の

長期保全計画に基づき,従前の設備・機器の保全活動を充実させることとし
ている。 

原科研 

○平成17年度 

 Ａ情報1件，Ｂ情報15件，Ｃ情報2件 
(火災2件，機器故障10件，救急2件，放

射線1件，災害3件） 

○平成18年度 
 Ｂ情報5件，Ｃ情報8件 

(火災2件，機器故障3件，救急4件，災害

4件) 
○平成19年度 

 Ａ情報2件，Ｂ情報9件，Ｃ情報16件 

(機器故障14件，救急5件，放射線3件，
ヒューマンエラー1件，災害4件) 

○平成20年度 

 Ｂ情報4件，Ｃ情報11件 
(機器故障9件，救急4件，放射線1件，

ヒューマンエラー1件) 

火災について，平成17年度の2件は，新規の技術開発や装置設計に伴うものであり，レーザー切断や高温溶融

物の取扱いに係る教育不足が考えられるが，共通点はない。平成18年度の2件は，溶接の火花と分電盤の端子の
締め付け不足が原因の火災であり，過去にも同様の火災が発生している。火災に関しては，平成18年度末に火災

防止活動の重点取組みを行った後，類似の火災は発生していない。また，平成19年度及び平成20年度には火災は

発生していないが，機器故障に伴う発煙事象等が平成19年度4件，平成20年度3件発生している。これらの事象に
関しては，的確な通報がなされていることから，低減対策の効果があらわれているものと考える。 

機器故障について，トラブル事象73件のうち36件と半数を占めている。特にＪＲＲ－３ではＨｅ圧縮機オイル

漏れのトラブルが3回発生している。このトラブルは，オイル漏れの状態を経過観察しながら安全を確保して原
子炉の運転を行い，通常よりオイル漏れが多いときにＢ情報として通報したものであり，最終的にシール部を更

新して，その後の発生を防止した。また，ＪＲＲ－４では制御棒駆動回路の異常が2回発生しているが，原因と

して電気回路の接点が振動により腐食することを究明し，接点を腐食しにくいものに更新して再発を防止した。
その他は機器単体の故障であり，同じ事象は再発していない。機器故障の原因は，経年劣化によるものが多く，

定期的な点検，計画的な更新に努めている。 

救急について，作業中の負傷については，作業マニュアルの不備，ＫＹ，ＴＢＭやリスクアセスメントが不十
分なことが原因と考えられるが，リスクアセスメント等の実施により，作業安全に係る意識の向上を図っていく。

交通事故については，所内に構内車両通行規則を定め，周知徹底し，事故撲滅に努めている。 

ヒューマンエラーについては，平成19年度には作業手引に手順が明記されていなかったことから，平成20年度
には古い図面に基づく作業によりトラブルが発生した。これらは，現場におけるＫＹ，ＴＢＭや作業手順書の整

備が不十分であったことがその要因であり，更なる手順書の整備や最新図面の管理を徹底している。 

放射線事象について，平成19年度に非管理区域において汚染が確認された。汚染が発生した要因として，昭和
30年代から昭和40年代当時は放射性物質に対する管理意識が低かったこと等が挙げられる。再発防止策として，

安全確保が最優先であることの徹底，コンプライアンスの徹底，通報連絡基準の改正，管理区域解除に伴う措置

の徹底，トラブル情報等を共有し伝承する仕組みの整備等を行っている。 

 品質保証活動を推進し，ＰＤＣＡサイクルに則って内部監査，

マネジメントレビュー等を行い，施設・設備の安全確保，トラブ
ルの再発防止等を行っている。平成20年度は，品質保証計画に基

づき，トラブル事象の水平展開を行い，同種のトラブルの再発防

止に努めている。 
 安全衛生活動については，安全衛生管理実施計画を策定し，規

則等の遵守，ＫＹ，ＴＢＭの実施，危機管理意識の充実等を掲げ，

作業の安全確保を図っている。リスクアセスメントについては，
今まで非定常作業に対して実施していたが，定常作業まで適用を

広げ，作業のリスクの低減化を目指している。また，事故情報の

データベースを作成し，情報共有化を行い，同種のトラブルの発
生防止に努めている。 

 原子炉施設の高経年化対策として，保守点検の実績等に基づい

た分析を行い「ＪＲＲ－４等の高経年化対策に係る資料」を作成
し，施設の安全機能を確認するよう努めている。 

 原子力機構に与えられた使命を果たすために，安全確保の徹底は，研究

開発を遂行するための大前提とする。まず，自分たちが行っている研究開
発活動において，立地地域をはじめとする社会の人々の不安を助長し，安

全を損ねるような事態が発生しないように，最善の注意を払う必要がある。

また，各種の法令や規則類を遵守して，業務を行うという基本原則を踏ま
え，常日頃から，自分の業務は，どのような法令や規則類に則って行って

いるのか理解しておく必要がある。その上で保安規定に定められた品質保

証活動はもとより，ともに働く仲間をトラブルや事故から守るとの視点で，
職場の環境改善に努める。 

 研究所においては，原子力安全に係る品質方針，安全衛生管理実施計画

を定め，品質活動の推進，ＫＹ，ＴＢＭやリスクアセスメント等を展開し，
施設，職員等の安全確保を図っている。 

原電 

○平成17年度 
Ａ情報2件,Ｂ情報2件(機器故障4件) 

○平成18年度 

Ａ情報12件,Ｂ情報1件,Ｃ情報1件 
(機器故障11件,ヒューマンエラー3件) 

○平成19年度 

Ａ情報5件,Ｃ情報2件 
(機器故障5件,ヒューマンエラー2件) 

○平成20年度 

Ａ情報6件,Ｂ情報5件 
(機器故障7件,ヒューマンエラー4 件) 

機器故障については平成17年度の4件に対し,平成18年度以降は5～11件/年と推移している。 
平成17年度以降の機器故障件数は26件で,そのうち,19件は保守不備であり,偶発的故障以外に「点検が行き届

いていない部分」にも発生が見られる。 

平成17年度にはヒューマンエラーの発生はなかったが,平成18年度以降は2～4件/年で発生している。これらは
熟練者の不足,保守手順の不備,コミュニケーションの不足等が主たる要因である。 

以上を総括的に判断すると,保守管理計画時に考慮できなかった部分に不具合の種が潜んでいること,手順確立

プロセスにおけるコミュニケーションに問題があると思われる。 

機器故障に対しては,それぞれに再発防止対策を適切に実施し
ており,また,事前検討を充実するとともに保守管理計画への適切

な反映を実施している。これらは新検査制度移行に伴う保全計画

の見直しの中でも反映がなされ,より充実した保守管理計画が確
立できると考える。 

ヒューマンエラーについては,撲滅に向けて継続的な事例教育,

保守手順のレビュー等,保守管理プロセスへも踏み込んだ対策を
継続的に実施してゆく活動が必要と認識している。また,受注者

との定例的な打合せの開催など,コミュニケーション充実に向け

た活動も展開中である。 

「安全第一」を最優先とした上で,トラブルの発生を未然に防止し,プラ
ントの安全性・信頼性の向上を図ることが基本である。 

そのため,品質マネジメントシステムの一層の充実・定着化を図り,ＰＤ

ＣＡを確実に回し,その結果を適切に計画に反映することが重要と考えてい
る。 

また,ニューシア活用などにより,他発電所における不具合情報を積極的

に収集し,当所に必要と判断したものについては積極的に取り入れていくこ
とも重要と考える。 

三菱原燃 

○平成17年度 

Ａ情報3件 
(機器故障2件,ヒューマンエラー1件) 

○平成18年度 

Ａ情報4件,Ｃ情報2件 
(機器故障2件,ヒューマンエラー3件,そ

の他1件) 

○平成19年度 
Ａ情報2件,Ｂ情報1件,Ｃ情報1件 

(火災1件,機器故障3件) 

○平成20年度 
Ａ情報1件 

(火災1件) 

（１）平成17年から平成18年にかけて,ヒューマンエラーが発生していたが,平成18年にヒューマンエラー防止の

改善対策を実施した以降,発生していない。改善対策の効果が現れていると考える。 
（２）一方で機器故障については，発生機器が異なり各々は固有の事象であるが，発生原因の傾向として「経年

劣化」及び「偶発的ノイズ等の影響」がみられ，保守管理における計画的な予防保全，及びノイズ等の要因

に対応した設備設計に関して，更なる強化が必要と考えられる。 
（３）また近年では火災の発生傾向が新たに現れており，火災発生防止に向けた取組強化が必要である。 

（１）・ヒューマンエラー防止上，注意を要する作業を予め抽出

し，作業前の教育及びチェックシートを作成。 
   ・施設定期自主検査の検査前読み合わせの実施と，設定値

を変更する場合のチェックシートの作成。 

   ・非定常作業要領におけるチェックシートの作成 
   を全社的なシステムとして導入している。 

（２）機器故障に関しては,重要不適合事象の未然防止のための

予防保全，及び設備安全設計の管理強化を図るため,設備保
全活動に対し専門的にマネジメントレビューを行う委員会を

設け,継続的な改善活動を展開する。 

（３）火災については,切断加工に限らず火気を使用する作業も
含め,事業所内全般について総点検及び特別パトロールを行

い,問題点の抽出と改善対策の実施を図る。また防火に関す

る教育も事業所内の全従業者に対し実施している。 

原子力安全／労働安全／環境安全の3つを柱として活動を展開し,各活動

の有機的な連携よる総合保安を目指し,取り組みを進めている。 
また,総合保安のための基盤作り活動としては, 

・設備保全管理体制の強化 

・リスクマネジメント活動 
・業務改善活動(ＭＶＰ活動)  

・ＣＳＲ活動 （社会的責任活動） 

に取り組んでいる。 



【別表3】(2/2) 

「事故・故障等」,「運転管理条件の逸脱」,「施設管理情報」の総括的評価 

事業所名 事象発生の推移・傾向 動機的原因分析 抜本的事案発生低減策 安全対策についての考え方,理念 

機構大洗 

○平成17年度 
 Ａ情報2件,Ｂ情報7件,Ｃ情報5件 

(原子炉計画外停止2件,機器の故障6件,汚

染1件,人の障害2件,火災1件,その他2件) 
○平成18年度 

 Ａ情報1件,Ｂ情報9件 

(原子炉計画外停止4件,機器の故障4件,人
の障害1件,火災1件, 

○平成19年度 

 Ａ情報2件,Ｂ情報7件,Ｃ情報2件 
(原子炉計画外停止1件,機器の故障2件,漏

えい3件,汚染1件,人の障害1件,その他3件

) 
○平成20年度 

 Ｂ情報2件,Ｃ情報8件 

(機器の故障5件,汚染2件,人の障害3件) 

原子炉施設の計画外停止は,平成１８年度に４件と多発しているが,このうち３件は落雷による外部電源喪失に
よるものである。また,対象期間中に発生した原子炉施設の計画外停止７件のうち,外部電源喪失による原子炉施

設の計画外停止は５件・全体の約70%を占めている。 

設備故障は,前述の計画外停止の案件も含めると全体の53％を占めている。年度発生件数の傾向には特に増加ま
たは減少の傾向は見られない。設備故障発生の要因としてマニュアル不備等の人的要因が40％を占めていること

から,マニュアル・手順書の定期的なレビュー,ＴＢＭ－ＫＹやリスクアセスメント等を引き続き実施し,設備故障

の人的要因の低減に努める。また,運転開始から十数年以上経過している施設が多いことから,毎年度リスク評価
手法を用いた施設・設備に関する高経年化状況の調査を実施し施設設備の改善につなげており,今後も継続して実

施し適切な対応をしていく。 

放射性物質の漏えいに関しては,平成１９年度に３件発生しているが,個別に改善を実施している。また,「その
他」に分類した燃料研究棟における非管理区域内のトレイ内水溜まりについては,人形峠環境技術センターで発生

したトラブルの水平展開を受けて処置した箇所への漏えいで止まり,水平展開の効果があったものである。 

身体汚染等や負傷については,上昇の傾向が見られる。このような事案を防止するために,これまでもリスクア
セスメント及びＴＢＭ－ＫＹ等を実施し作業中のリスクの低減に努めてきたところであるが,今後もリスクアセス

メント及びＴＢＭ－ＫＹ等を実施し,作業安全の意識の向上を図り身体汚染等や負傷の発生防止に努めていく。 

火災(発煙を含む)についても年に１件程度発生しているが,初期消火活動や公設消防への迅速な通報連絡等によ
り適切に対応している。平成19 年に発生した新潟県中越沖地震の結果を踏まえ,常駐消防班の設置による24 時間

消火体制を構築したが,さらにその活動範囲を管理区域内火災にも対応できるよう準備を進めている。また,総合

訓練等により火災時の対応能力の向上に努めていく。 
人的要因に関しては,作業中のリスクの低減及び適切な管理を行うことで防止可能であることから,今後もリス

クアセスメント及びＴＢＭ－ＫＹ等を実施し作業安全の意識の向上を図っていく。また,物理的要因及び現象的要

因に関しては,設備・機器の適切な点検及び管理によって防止できる事案が見受けられることから,各施設で作成
している保全計画や高経年化設備・機器を対象に実施しているリスク評価結果に基づき計画的に対応していく。 

保安活動の主な活動として,管理職層による定期的な現場パト
ロールの実施やセンター全体で作業におけるリスクアセスメント実

施している。 

また,設備・機器の高経年化の状況についてリスク評価手法を用
いて調査し,その結果を計画的な改善や管理等につなげる等の活動

を実施している。今後ともこれらの活動を継続するとともに,実の

ある活動となるよう改善を進めていく。 
また,今回の原因分析の結果を踏まえ,当該調査結果を各部署で再

認識するための周知教育を行うとともに,個別の事案に関しても抜

本的な事案発生改善策を検討するため,今後発生する事案に関して
事案の重要性を勘案し,必要に応じて「根本原因分析」を行うよう

教育や研修を実施していく。 

原子力機構の基本方針のトップに安全確保の徹底を掲げており,以下の考え
のもとに対応している。 

原子力機構に与えられた使命を果たすために,安全確保の徹底は,研究開発

を遂行するための大前提とする。まず,自分たちが行っている研究開発活動に
おいて,立地地域をはじめとする社会の人々の不安を助長し,安全を損ねるよ

うな事態が発生しないように,最善の注意を払う必要がある。また,各種の法

令や規則類を遵守して,業務を行うという基本原則を踏まえ,常日頃から,自分
の業務は,どのような法令や規則類に則って行っているのか理解しておく必要

がある。その上で保安規定に定められた品質保証活動はもとより,共に働く仲

間をトラブルや事故から守るとの視点で,職場の環境改善に努める。 
大洗研究開発センターは,新法人発足後,それぞれの事業所で実施してきた

保安活動や品質保証活動について,段階的に統合を進めてきており,現在では

おおむね統一した仕組みの下,活動を進めてきている。今後は,ＲＩの使用の
許可の統合を含め,これらの活動が実のある活動となるよう計画的に改善を進

めていく。 

サイクル研 

○平成17年度 

 Ｂ情報2件,Ｃ情報10件 

(機器の故障1件,漏えい2件,汚染5件,人
の障害1件,運転管理情報3件) 

○平成18年度 

 Ｂ情報2件,Ｃ情報9件,Ｃ情報未満15
件 

(機器の故障6件,漏えい3件,汚染8件,運

転管理情報9件) 
○平成19年度 

 Ｃ情報11件,Ｃ情報未満10件 

(機器の故障2件,漏えい3件,汚染9件,被
ばく1件,人の障害4件,運転管理情報2

件) 

○平成20年度 
 Ａ情報1件,Ｂ情報1件,Ｃ情報4件 

(火災1件,機器の故障1件,汚染1件,人の

障害1件,運転管理情報2件) 

１．要因区分による整理(主要因) 

  以下に示す４つの区分※で発生原因の要因分析を行い,各事象に共通的な要因を摘出した。その際,１つの事

象につき１つの主な要因を摘出した。作表に当たっては,各要因が摘出された「汚染」と物的要因が多い「漏
えい,故障,運転管理情報」と人的要因が多い「火災,被ばく,人の障害」の３つに分類した。 

※(財)原子力安全技術センターが文部科学省の委託事業で実施した要因分析手法である「４Ｍ－５Ｅ分

析手法」の４Ｍ分類による。 
・人(Man)：作業者の心身的な要因,作業能力的な要因 

・物(Machine)：設備・機器・器具固有の要因；経年劣化を含む 

・環境(Media)：作業者に影響を与えた物理的,人的な環境の要因 
・管理(Management)：組織における管理状態に起因する要因 

２．要因分析の結果 

(1) 汚染 
「４Ｍ－４Ｅ方式＊」を用いた要因分析で抽出された個々の事象の要因についての対策は,いずれも実施済

みであることが確認された。この分析を行う過程で,人的要因が多いことから,汚染事象発生防止の原点(予期

せぬ汚染の撲滅)を再認識することが重要であると考えられた。 
   ＊４Ｍ(人,物,環境,管理)の区分で要因分析を行い,その４Ｍに対して４Ｅ(教育・訓練,技術・工学,強化・

徹底,模範・事例)の区分で対策立案を行う手法。 

(2) 漏えい,故障,運転管理情報 
漏えい,故障及び運転管理情報については,経年劣化に起因する物的要因が主な要因として多く摘出された。 

(3) 人の障害 

作業に伴う人の負傷等については,手順の省略などのヒューマンエラーに起因する人的要因が主な要因と
して多く摘出された。 

○ 研究所における安全確保のための対応 

・ 安全確保に係る品質保証活動 

   品質保証活動を推進し,ＰＤＣＡにより原因究明と対策を
実施しつつ,安全確保と不具合事象の再発防止を図っている。

安全衛生管理については,年度ごとに実施計画を策定し,従業

員及び施設設備の安全確保を図っている。 
・ 安全意識の高揚に係る活動 

外部講師による安全講演会を開催し,安全小冊子を配布し

て安全意識の高揚を図っている。 
・ 安全確保のための教育 

   安全衛生に関する教育については,抜け落ちがないよう教

育管理システムを用いて管理し,確実に実施している。 
○ 各事象に対する対策 

 ・ 汚染 

平成18年度に実施した「４Ｍ－４Ｅ方式」による要因分析
を踏まえた対応として,作業手順等のレビュー,サーベイ強化

運動の実施,安全衛生瓦版等を用いた啓発を行い,基本動作の

徹底を図った。人的要因の対策としては,「基本動作の徹底
及びＫＹ・ＴＢＭ活動等の効果的な取り組み」を目標として

掲げ,5Ｓの実施やサーベイ強化の活動に取り組んでいる。物

理的要因の対策としては,各施設において経年劣化を見越し
た品質保証計画書に基づく保全計画により,計画的な点検・

保守作業を確実に実施している。環境的要因の対策としては,

過去に発生した汚染に起因するものは対策が難しいものの,
現場における清掃の徹底を図っている。管理的要因の対策と

しては,マニュアル等の不備が確認された場合に,その都度,

改定を行い,教育を行っている。 
・ 漏えい,故障,運転管理情報 

各施設において経年劣化を見越した保全計画により,計画

的な点検・保守作業を確実に実施している。 
・ 人の障害 

人的要因の対策としては,労働災害を防止するための対応

を実施し,ヒューマンエラー防止や安全意識の高揚を図って
いる。 

原子力機構の基本方針のトップに安全確保の徹底を掲げており,行動基準

として以下のように定めている。 

○原子力機構に与えられた使命を果たすために,安全確保の徹底は,研究
開発を遂行するための大前提とする。 

○まず,自分たちが行っている研究開発活動において,立地地域をはじめ

とする社会の人々の不安を助長し,安全を損ねるような事態が発生し
ないように,最善の注意を払う必要がある。 

○また,各種の法令や規則類を遵守して,業務を行う。その上で保安規定

に定められた品質保証活動はもとより,共に働く仲間をトラブルや事
故から守るとの視点で,職場の環境改善に努める。 

研究所としては,原子力施設の安全の確保を最優先に,以下に示す3つの方

針を掲げ,保安規定に基づく品質保証活動を確実に実施するとともに,安全
衛生管理マネジメントシステムや環境マネジメントシステム等によるリス

ク管理や環境保全に係る活動を展開することで,法令・ルール(社会との約

束を含む)を守るとともに,従業員及び施設設備の安全確保及び環境保全を
図っている。 

・原子力安全に係る品質方針(再処理施設) 

・核燃料物質使用施設の原子力安全に係る品質保証方針 
・労働安全衛生及び環境に係る方針 

さらに,作業中に想定外の事象が起きた場合や作業手順等を変更しなけれ

ばならない場合には,一旦作業を中断して,作業手順の確認やリスクアセス
メントを実施することとしている。 

今後とも,先取りのリスク管理を行い,潜在的なリスクを摘出するよう努

める。 

 



放射性廃棄物保管管理状況（固体）
    【別表－４】（1/6）

事業所
供用
開始

可燃・
不燃の別

主な収納物 点検方法
保管量
(本)

保管能力
(本)

立入調査
実施箇所
▲；H18
●；H19
■；H20

保管能力に達する年 減容の取組み状況

S55.12可燃・不燃
(住友金属鉱山の廃棄物を保
管管理)

708 1,500 ●

S58.5 不燃 不燃物(金属) 0 3,000 ■

H元.10 不燃 焼却灰,不燃物(金属) 997 2,400 ■

H5.12 不燃
ｽﾗｯｼﾞ,難燃物,不燃物(ｺﾝｸﾘｰﾄ
等)

3,652 5,200 ▲

H12.12可燃・不燃
紙,木,布,難燃物,不燃物(金
属,ｺﾝｸﾘｰﾄ等)

1,463 3,000 ●

H12.12 不燃 不燃物(金属) 2,231 3,400 ▲

可燃 紙,布 2.5 60

難燃 ｺﾞﾑ・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 7.5

不燃 金属,ｺﾝｸﾘ類 2

可燃 紙・布 8

不燃 ﾋﾞﾆｰﾙ・金属 1

可燃 紙・布 0

不燃 固化物・金属 0

可燃 紙・布 0

不燃 固化物・金属 0.1

可燃 紙・布 0

不燃 固化物・金属 0

可燃 紙・布 0

不燃 ﾋﾞﾆｰﾙ・金属・固化物 0

可燃 紙・布 0

不燃 ﾋﾞﾆｰﾙ・金属・固化物 0

可燃 紙・布 39

不燃 ﾋﾞﾆｰﾙ・金属・固化物 29

可燃 紙・布 0

不燃 固体物・金属 0

可燃 紙・布 0

不燃 固体物・金属 0

可燃 紙・布 0

不燃 ﾋﾞﾆｰﾙ・金属・固化物 0

可燃 紙・布 4

不燃 ﾋﾞﾆｰﾙ・金属・固化物 0

可燃 紙・布 0

不燃 ﾋﾞﾆｰﾙ・金属 0

放医研 S62.12可燃・不燃 紙,ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ吸着剤等 ・目視点検(1回/週) 16 20 ▲,●,■ 平成22年度
汚染物(汚染の可能性のあるものを含む)とそれ以外
を汚染検査等で区別し,出来るだけRI廃棄物の容積の
増大を防いでいる

S61.1 可燃・不燃
金属類,ｽﾗｯｼﾞ,紙・布類,ﾎﾟﾘｴ
ﾁﾚﾝ

842 1,024 ■

H1.8 可燃・不燃 金属類,ｽﾗｯｼﾞ,ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 1,500 1,500 ▲

H7.4 可燃・不燃
金属類,ｽﾗｯｼﾞ,紙・布類,ﾎﾟﾘｴ
ﾁﾚﾝ

1,539 2,000 ●

・200㍑ﾄﾞﾗﾑ缶又は50㍑ﾍﾟｰﾙ缶に保管
・保管室は施錠管理

・20㍑鉄製缶に保管
・ｾﾙ扉はｲﾝﾀｰﾛｯｸ

・50㍑ﾍﾟｰﾙ缶に一時保管

・200㍑ﾄﾞﾗﾑ缶又は50㍑ﾍﾟｰﾙ缶に保管
・保管室は施錠管理

保管管理状況

・200㍑ﾄﾞﾗﾑ缶に保管
・解体前の廃ﾌｨﾙﾀは段ﾎﾞｰﾙ箱に詰め,ﾎﾟﾘ袋で密閉。さらに不燃ｼｰﾄで覆って
保管
・保管棟は施錠管理

・200㍑ﾄﾞﾗﾑ缶に保管
・保管棟は施錠管理

・50㍑ﾄﾞﾗﾑ缶に保管

・目視点検(1回/操業日)

東北大

ﾎｯﾄﾗﾎﾞ棟
(一次保管)

ｱｸﾁﾉｲﾄﾞ元素
実験棟(一次
保管)

№1ｹｰﾌﾞ

№4～6ｾﾙのｻｰﾋﾞｽｴﾘｱ

廃棄物倉庫(1)

廃棄物倉庫(3)

廃棄物貯蔵室

廃棄物倉庫(2)

ｱｲｿﾚｰｼｮﾝﾙｰﾑ

日揮 第２研究棟廃棄物保管室

廃棄物保管庫

№3ｾﾙ

廃棄物保管室

廃棄物保管室

№1ｾﾙ

三菱マテリアル

S59.6

研究棟

H3.6
H3.10

H3.6
H3.10

H3.6
H3.10

S46.12
S47.8

S46.12
S47.8

№1～3ｾﾙのｻｰﾋﾞｽｴﾘｱ

ｻｰﾋﾞｽﾙｰﾑ

S46.12
S47.8

・目視点検(1回/月)

■0.8

50

▲,●,■

●

1

■

・線量等巡回点検(1回/週)
・目視点検(1回/月)

・目視点検(1回/月)

■

・線量等巡回点検(1回/週)
・目視点検(1回/月)

・50㍑ﾍﾟｰﾙ缶に一時保管

・200㍑ﾄﾞﾗﾑ缶又は50㍑ﾍﾟｰﾙ缶に保管
・貯蔵室は施錠管理

・200㍑ﾄﾞﾗﾑ缶に保管
・保管庫は施錠管理

■

■

1

・線量等巡回点検(1回/週)
・目視点検(1回/月)

4

・目視点検(1回/月)

4

32

・200㍑ﾄﾞﾗﾑ缶又は大型容器に密閉
・倉庫出入口は施錠管理

RI廃棄物の発生を減らすため,極力管理区域内に廃棄
物を持ち込まないようにし,また,一般廃棄物として
廃棄できる物は分別して廃棄している。RI廃棄物は
RI協会指定の方法により封入しているため,減容処理
は行っていない。

可燃物については三菱原燃㈱に焼却処分を依頼し,随
時減容を図っている。

220

■

■

4

1

0.4

68
S46.12
S47.8

0.8

H3.6
H3.10

№2ｹｰﾌﾞ
H3.6
H3.10

S46.12
S47.8

№5ｾﾙ
S46.12
S47.8

S46.12
S47.8

・20㍑鉄製缶に保管
・ｹｰﾌﾞ扉はｲﾝﾀｰﾛｯｸ

・H15年に圧縮減容設備を新設し,可燃物(紙,布,ﾎﾟﾘｴ
ﾁﾚﾝ類)及び難燃物(ｺﾞﾑ,軟質塩ﾋﾞ類)を圧縮減容処理
した後に保管廃棄している。圧縮処理により従来比
1/2～1/3の減容効果がある。
・過去に保管廃棄した廃棄物についても,減容効果が
見込めるものについては,順次,再分別,詰替,密 充
填,を実施し,圧縮減容対象のものについては圧縮減
容処理をして再度保管廃棄し直すこととしている。

第2固体廃棄物保管棟

第3固体廃棄物保管棟

第4固体廃棄物保管棟

第5固体廃棄物保管棟

第1固体廃棄物保管室

・目視点検(1回/日)

事業活動を実施していないた
め,廃棄物の発生は極微量であ
り,当面保管能力に達する事は
ない。

ＪＣＯ

第1固体廃棄物保管棟

保管廃棄施設の名称

2022年

●,■ 　機構大洗に保管委託

　2034年

●

・RI協会に定期的に委託廃棄
(1回/年)しているため保管能
力に達する恐れは無い

・廃棄物の区分けを従前の可燃・不燃から,可燃を2
分割,不燃を4分割に細分化
・各実験室のｶｰﾄﾝﾎﾞｯｸｽを不燃性ﾍﾟｰﾙ缶に収納するこ
とにより,満杯になるまで現場においておくこととす
る
・廃液は,出来れば蒸発・気化等の減量後,固形化す
ることとする
・以上のことは,職員はもとより,共同利用者の初日
の教育訓練時に周知徹底している

機構大に保管委託

■

▲



放射性廃棄物保管管理状況（固体）
    【別表－４】（2/6）

事業所
供用
開始

可燃・
不燃の別

主な収納物 点検方法
保管量
(本)

保管能力
(本)

立入調査
実施箇所
▲；H18
●；H19
■；H20

保管能力に達する年 減容の取組み状況

可燃
布手袋,ｺﾞﾑ手袋,酢ﾋﾞ,紙類,
ﾍﾞﾝｺｯﾄ

25.6

不燃
防炎ｼｰﾄ,塩ﾋﾞ,金属類,第一
壁,ﾌｨﾙﾀ類

452.2

可燃 紙,布類,木片,酢ﾋﾞ類

不燃 塩ﾋﾞ,ｺﾞﾑ類,金属類,ｶﾞﾗｽ類

S60.4 可燃・不燃 ｶﾞﾗｽ類,ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類,紙類,灰
・容器の外観目視点検(4回/年)
・作業時に外観目視点検(1回/週)

21 175 ●

H2.9 可燃・不燃
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類,ｶﾞﾗｽ類,金属類,炭
酸ｶﾙｼｳﾑ,紙類

・目視点検(2回/年)
・作業時に目視点検(1回/週)

45 250 ▲,■

可燃
低ﾚﾍﾞﾙ(B);紙ｳｴｽ,酢ﾋﾞｼｰﾄ,ﾀｲ
ﾍﾞｯｸｽｰﾂ等 409

不燃
低ﾚﾍﾞﾙ(B);金属類,ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
類,ｺﾞﾑ類等 423

可燃・不燃
低ﾚﾍﾞﾙ(A);紙類,金属類,ﾌﾟﾗｽ
ﾁｯｸ樹脂等 ・目視(1回/月) 14.7

63
(核燃)

可燃
低ﾚﾍﾞﾙ(B);紙ｳｴｽ,酢ﾋﾞｼｰﾄ,ﾀｲ
ﾍﾞｯｸｽｰﾂ等 239

不燃
低ﾚﾍﾞﾙ(B);金属類,ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
類,ｺﾞﾑ類等 565

可燃
低ﾚﾍﾞﾙ(B);紙ｳｴｽ,酢ﾋﾞｼｰﾄ,ｺﾞ
ﾑ手袋,ﾎﾟﾘﾋﾞﾝ等

不燃
低ﾚﾍﾞﾙ(B);金属類,ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
類,ｺﾞﾑ類等

S62.3 可燃・不燃

低ﾚﾍﾞﾙ(A);紙類,金属類,ﾌﾟﾗｽ
ﾁｯｸ樹脂等 ・目視(1回/週) 13.9

20
(核燃)

■ 10年程度保管後,W棟へ移送

S49.7 ・目視点検(1回/月) 24 74 ●

S49.7
・目視点検(1回/月)
・TVﾓﾆﾀ併用
・設備機能検査(1回/年)

80 95 ▲

S49.7 13 54 ●

S49.7 0 30 ■

S49.7 2 61 ■

H7.10 ｲｵﾝ交換樹脂,金属類 55 106 ●,■

H7.10 紙類,ﾋﾞﾆｰﾙ類,金属類 2 106 ●

S49.7 ｲｵﾝ交換樹脂,金属類 0 25 ●

H2.9 紙類,ﾋﾞﾆｰﾙ類,金属類 14 98 ▲

S63.1 紙類,ﾋﾞﾆｰﾙ類,金属類 3 10 ▲

H3.9 ﾋﾞﾆｰﾙ類,金属類 64 500 ●

・紙ﾊﾞｹﾂ,金属缶を一時保管
・施錠管理

・金属缶,ﾋﾞﾆｰﾙ梱包物を一時保管
・施錠管理

保管管理状況

・200㍑ﾄﾞﾗﾑ缶保管
・難燃性ﾊﾟﾚｯﾄ上に保管
・ﾄﾞﾗﾑ缶は施錠管理
・ﾌｨﾙﾀ；ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄで梱包,防炎ｼｰﾄをかけた段ﾎﾞｰﾙ箱に保管

・200㍑ﾄﾞﾗﾑ缶に保管

・200㍑ﾄﾞﾗﾑ缶に保管
・200㍑ﾄﾞﾗﾑ缶及び金属製容器に保管

・RI汚染された動物屍体,飼料,床敷等を管理区域内
のRI焼却炉にて焼却し減容,また,実験で汚染された
液体ｼﾝﾁﾚｰﾀ等を管理区域内のRI焼却炉にて焼却し減
容
・RIに汚染された実験器具類をRI協会に委託廃棄処
理

・50㍑ﾄﾞﾗﾑ缶に保管
・施錠管理

・目視(1回/月)
・腐食状況の確認(1回/月)

・50㍑ﾄﾞﾗﾑ缶に保管
・施錠管理

・圧縮減容し200㍑ﾄﾞﾗﾑ缶に封入,4段積み保管
・施錠管理

・20㍑容器に溶接封入し遮蔽付容器に収納

・圧縮減容し200㍑ﾄﾞﾗﾑ缶に封入,4段積み保管
・施錠管理

・20㍑容器に溶接封入
・水中に保管

・不燃性特殊廃棄物(遮蔽付きﾄﾞﾗﾑ缶内保管)の一部
(放射能の減衰及び詰替えにより減容が見込めるも
の)について計画的に詰替え減容処理を実施
・可燃性のｳﾗﾝ汚染廃棄物については,三菱原子燃料
㈱に焼却減容処理を委託

・紙ﾊﾞｹﾂ,金属缶,ﾋﾞﾆｰﾙ梱包物を一時保管
・施錠管理

・金属缶をﾗｯｸに保管
・施錠管理

・紙ﾊﾞｹﾂ,金属缶,ﾋﾞﾆｰﾙ梱包物を一時保管
・施錠管理

・金属缶を一時保管

・紙ﾊﾞｹﾂ,金属缶,ﾋﾞﾆｰﾙ梱包物を一時保管

・金属缶,ﾋﾞﾆｰﾙ梱包物を一時保管

固体廃棄物処理ｽﾍﾟｰｽの下

燃料ﾎｯﾄﾗﾎﾞ施設(F棟)のﾌﾟｰﾙ

保管庫(H棟)の廃棄物ｴﾘｱ

ｳﾗﾝ実験施設(U棟)の廃棄物保管室

機構那珂 廃棄物保管棟保管室 H3

ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ

ｽﾗｯｼﾞ処理ｽﾍﾟｰｽの下

保管廃棄施設の名称

H2.10

H8.11

H2.12

S49.11

第2保管庫(W棟)

核管センター

倉庫

ＮＦＤ

ｳﾗﾝ燃料研究
棟

積水メディカル

第3実験棟保管廃棄設備

第4実験棟保管廃棄設備
(液体廃棄物も保管)

ＮＤＣ

ﾎｯﾄﾗﾎﾞ施設

2,000
(核燃)

▲

0

41

110
(核燃)

●,■

1,100
(核燃)

廃棄物保管場

紙類,ﾋﾞﾆｰﾙ類,金属類

・目視点検(1回/日)

可燃・不燃

・目視点検(1回/月)

開発試験棟廃棄物保管室

・目視
・腐食状況の確認(1回/月)

・目視
・腐食状況の確認(1回/月)

・圧縮減容し200㍑ﾄﾞﾗﾑ缶に封入,2段積み保管

・金属缶を一時保管
・施錠管理

廃棄物ｾﾙについては平成23年
頃。
それ以外の施設については不
明

200

廃棄物ｾﾙ収納の固体廃棄物は,高圧ﾌﾟﾚ
ｽ機による圧縮減容を実施

ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽの下

低ﾚﾍﾞﾙ廃棄物一時保管庫

低ﾚﾍﾞﾙ廃棄物一時保管庫Ⅱ

廃棄物一時保管ｴﾘｱ

廃棄物ｾﾙ

廃棄物一時保管場所

■

●

RI協会へ委託廃棄しているた
め到達しない。

・解体時における廃棄物の増加に伴い,可燃性破棄物
処理の増量並びに不燃性廃棄物の解体分別による減
容を検討
・管理区域空調ﾌｨﾙﾀは定期的に交換を行なっていた
が,廃棄物減容のためﾌｨﾙﾀの差圧上昇を管理し目詰ま
りに合わせ交換

不要物品の持込み禁止

・目視点検(1回/週)
・課室巡視点検(1回/月,3ヶ月)
・障防法定期自主点検(2回/年)

平成24年度▲,●,■1,340

平成23年度(施設の解体を計画
しているため)

2019～2021年頃に保管能力に
達する見込み

順次H棟,W棟へ移送



放射性廃棄物保管管理状況（固体）
    【別表－４】（3/6）

事業所
供用
開始

可燃・
不燃の別

主な収納物 点検方法
保管量
(本)

保管能力
(本)

立入調査
実施箇所
▲；H18
●；H19
■；H20

保管能力に達する年 減容の取組み状況

S54.11
S58.3

可燃・不燃 ﾌｨﾙﾀ,ｽﾗｯｼﾞ類,ｺﾝｸﾘｰﾄ 3,198 5,000 ▲,■

H11.9 可燃・不燃 紙類,金属類 3,042 3,500 ●

保管廃棄
施設Ⅰ

保管廃棄施設L S40 ▲

保管廃棄施設M-1 ▲

保管廃棄施設M-2 ■

S61 ■

S55 約17,616 約18,000 ●

H2 約22,634 約23,000 ●

第1保管
廃棄施設

H10 約21,505 約22,000 ▲

可燃 16

不燃 1,301

可燃 2,776

不燃 21,266

S42.4 2,524 3,000 ■

S62.8 1,502 2,500 ■

S42.8 315 600 ■

S42.4 138 450 ■

S42.7 0 300 ●

S42.7 0 600 ●

S42.8 0 500 ●

S45.10 849 1,150 ●

S53.5 881 1,000 ●

H3.10 777 1,250 ●

S40 0 2,000 ■

S42 300 1,065 ■

S42 ・外観目視点検(1回/月) 2 200 ■

・ﾄﾞﾗﾑ缶保管

・ﾄﾞﾗﾑ缶・鉄箱保管

・ﾄﾞﾗﾑ缶保管

・ﾄﾞﾗﾑ缶・鉄箱保管

・ﾊﾞﾝｶ・ﾀﾝｸ保管

・ﾊﾞﾝｶ・ﾀﾝｸ保管

東海発電所

燃料ｽﾌﾟﾘｯﾀｰ貯蔵庫〔H〕

燃料ｽﾌﾟﾘｯﾀｰ貯蔵庫〔H-2〕 ・外観目視点検(1回/月)

・外観目視点検(1回/週)

・200㍑ﾄﾞﾗﾑ缶に保管
・保管庫は施錠管理

保管管理状況

・廃棄物をﾄﾞﾗﾑ缶等の容器に封入,倉庫式の保管廃棄施設に保管
・建家の出入口を施錠管理

2018年に保管能力に達する予
定

・可燃物は焼却処分
・排気系HEPAﾌｨﾙﾀは切断減容処分

・廃棄物をﾄﾞﾗﾑ缶等の容器に封入,容器への封入が困難な廃棄物等は汚染拡
大防止措置を施す。
・上記の廃棄物をﾋﾟｯﾄ式の保管廃棄施設に保管し,施設上部を鋼製蓋で覆
う。
・施設の周囲をﾌｪﾝｽで囲い出入口を施錠管理

・廃棄物を30㍑の金属容器等に封入,容器への封入が困難な廃棄物等は汚染
拡大防止措置を施す。
・上記の廃棄物をﾋﾟｯﾄ式の保管廃棄施設に保管し,施設上部を鋼製蓋で覆
う。
・施設の周囲をﾌｪﾝｽで囲い出入口を施錠管理

・廃棄物をﾄﾞﾗﾑ缶等の容器に封入,容器への封入が困難な廃棄物等は汚染拡
大防止措置を施す。(JRR-3の解体に伴って発生したｺﾝｸﾘｰﾄ廃棄体は直接保
管)
・上記の廃棄物をﾋﾟｯﾄ式の保管廃棄施設に保管し,施設上部を鋼製蓋で覆
う。
・施設の周囲をﾌｪﾝｽで囲い出入口を施錠管理

・廃棄物をﾄﾞﾗﾑ缶等の容器に封入,倉庫式の保管廃棄施設に保管
・建家の出入口を施錠管理
・建家の周囲をﾌｪﾝｽで囲い出入口を施錠管理

・TVﾓﾆﾀで監視
・目視点検(1回/日)

・施設外観の目視確認(1回/週)
・保管廃棄体の保管状況の目視確
認(1回/年)

・外観目視点検(1回/月)

・外観目視点検(1回/週)

S42.4

低ﾚﾍﾞﾙ(B)
固体廃棄物貯蔵庫
(東海第二発電所と共用)

廃棄物倉庫Ⅱ

S59.2

解体分別保管棟保管室

保管廃棄施設NL

不燃

圧縮体,ｾﾒﾝﾄ固化体,直接保管
体等

圧縮体,ｾﾒﾝﾄ固化体,ｱｽﾌｧﾙﾄ固
化体,直接保管体等

保管廃棄施設の名称

原電

ｻｲﾄﾊﾞﾝｶ(ﾛ)

貯蔵孔

ﾄﾞﾗﾑ貯蔵庫

燃料ｽﾌﾟﾘｯﾀｰ貯蔵庫〔H-3〕

可燃性雑固体廃棄物を焼却処理,不燃性雑固体廃棄物
を溶融処理し減容。雑固体減容処理設備により製作
した溶融充填固化体,ｾﾒﾝﾄ固化装置及びｾﾒﾝﾄ混練固化
装置により製作したｾﾒﾝﾄ固化体を廃棄事業者の廃棄
施設へ搬出及びクリアランス処理による搬出。

現状は,ﾊﾞﾝｶｰ・ﾀﾝｸに保管中であり,法整備等を踏ま
え,将来,処理・搬出する

雑固体減容処理設備により黒鉛を焼却処理し減容。
(平成21 年度より計画)

低ﾚﾍﾞﾙ(A)

不燃

固体廃棄物貯蔵庫

ｻｲﾄﾊﾞﾝｶ(ｲ)Aﾊﾞﾝｶ

ｻｲﾄﾊﾞﾝｶ(ｲ)Bﾊﾞﾝｶ

ｽﾗｯｼﾞ貯蔵ﾀﾝｸ

黒鉛ｽﾘｰﾌﾞ貯蔵庫〔C-2〕

燃料ｽﾜﾗｰ貯蔵庫

黒鉛ｽﾘｰﾌﾞ貯蔵庫〔C-1〕

蒸発器廃棄物ﾊﾞﾝｶ

廃棄物保管棟Ⅰ

保管廃棄
施設Ⅱ

S37

直接保管体

低ﾚﾍﾞﾙ(A)

原燃工

廃棄物倉庫

原科研

第1保管
廃棄施設

第2保管
廃棄施設

廃棄物保管棟Ⅱ

約74,007

▲

約76,350

1,600

・可燃性雑固体廃棄物は,雑固
体廃棄物焼却設備にて焼却す
ることにより,保管能力を下回
るよう計画している。
・不燃性雑固体廃棄物は,雑固
体減容処理設備で減容処理及
び廃棄事業者の廃棄施設への
搬出,また解体により発生した
廃棄物についてはｸﾘｱﾗﾝｽ処理
を推進し,保管能力を下回るよ
う計画している。

73,000 ▲,●

・放射能ﾚﾍﾞﾙの低い紙,布等は第1廃棄物処理棟の焼
却炉にて焼却減容
・塩化ﾋﾞﾆﾙ等の難燃性廃棄物については,減容処理棟
の焼却･溶融設備焼却炉にて焼却減容の予定
・鉄を主体とする金属廃棄物については,減容処理棟
の金属溶融炉により溶融減容の予定
・金属廃棄物,非金属廃棄物のうち圧縮可能なもの
は,高圧圧縮装置により圧縮減容
・ｶﾞﾗｽ,ｺﾝｸﾘｰﾄ等の非金属廃棄物をﾌﾟﾗｽﾞﾏ溶融炉にて
溶融減容の予定
・タンク等の大型の廃棄物については，解体分別保
管棟の解体室にて解体減容
・放射線レベルの高い圧縮可能な廃棄物について
は，第2廃棄物処理棟の圧縮処理装置により圧縮減容

　減容に取り組むことにより,
保管能力に達しないようにす
る。



放射性廃棄物保管管理状況（固体）
    【別表－４】（4/6）

事業所
供用
開始

可燃・
不燃の別

主な収納物 点検方法
保管量
(本)

保管能力
(本)

立入調査
実施箇所
▲；H18
●；H19
■；H20

保管能力に達する年 減容の取組み状況

S51.4 545 611 ■

S51.4 540 1,360 ■

S51.4 510 1,435 ■

S51.4 62 458 ■

S61.6 928 2,314 ■

S61.6 13 2,022 ■

S61.6 ・外観目視点検(1回/月) 143 246 ▲
発生したﾁｬﾝﾈﾙﾎﾞｯｸｽを切断し
減容を行っており,保管能力に
達する見込みはない。

－

S61.6 ・外観目視点検(1回/月) 1,200 2,352 ▲

ｾﾒﾝﾄ混練固化装置で固化後,廃
棄事業者の廃棄施設への搬出
により,保管能力を下回るよう
計画している。

ｾﾒﾝﾄ混練固化装置により固化体を製作し,廃棄事業者
の廃棄施設へ搬出（搬出はH21 年度以降に計画）。

可燃 ・外観目視点検(1回/週) 610

不燃 ・外観目視点検(1回/月) 2,302

S47.1 可燃・不燃 紙,布類,ｺﾞﾑ類,金属類 40 約350 ■

S50.4 不燃 金属類,汚染機器 629 約750 ●

S51.4 不燃 3,407 約3,500 ●

S59.6 不燃 3,409 約3,500 ■

S61.7 不燃・可燃
金属類,焼却灰,ｽﾗｯｼﾞ類,樹脂
類,雑固体,汚染機器,紙,布類

3,001 約3,500 ▲

H9.10 可燃・不燃
紙,布類,不燃物類(濃縮度5％
超のみ)

・目視点検(1回/週) 0.75 3 ▲
当分の間,保管能力に達しな
い。

S46.3 25.4

S52.4 2.6 ■

S59.10 0.2

事業所
供用
開始

可燃・
不燃の別

主な収納物 点検方法
保管量
(本)

保管能力
(本)

立入調査
実施箇所
▲；H18
●；H19
■；H20

保管能力に達する年 減容の取組み状況保管管理状況

・200㍑ﾄﾞﾗﾑ缶に保管

・200Lドラム缶に保管
・施錠管理

保管管理状況

保管廃棄施設の名称

・ﾀﾝｸ周りのﾘｰｸの有無確認(1回/2
週)

減容固化体貯蔵室

固体廃棄物貯蔵庫(ﾚｰｻﾞｰ)

使用済樹脂貯蔵ﾀﾝｸ(A)

・ﾊﾞﾝｶ・ﾀﾝｸ保管

・角型容器保管

・ﾄﾞﾗﾑ缶保管

・ﾄﾞﾗﾑ缶・角型容器,ﾍﾟｰﾙ缶保管

・200㍑ﾄﾞﾗﾑ缶に保管

・大型鋼製容器に保管
・保管倉庫は施錠管理

・200㍑ﾄﾞﾗﾑ缶に保管
・保管倉庫は施錠管理

・目視点検(1回/日)

保管能力は設定されていない－

・不燃性廃棄物の圧縮減容等を実施(S59.7～)
・切断による密充填・減容の実施(H5年頃)
・保管廃棄物の仕分けによる減容(同上)
　※破砕機による塩ﾋﾞ類破砕減容(H20年度導入予定)
・可燃性廃棄物の焼却減容(S52.8～)
・管理区域への物品持ち込み制限
・ﾍﾟｰﾊﾟｰﾀｵﾙの廃止,HEPAﾌｨﾙﾀﾌﾗﾝｼﾞの再利用など

現状は,ﾀﾝｸに保管中であり,今後,減容・固化等の処
理を実施し,廃棄事業者の廃棄施設へ搬出する計画。

－（平成17年1月13日ﾚｰｻﾞｰ濃縮技術研究組合より移
管された数量）

金属類,焼却灰,ｽﾗｯｼﾞ類,樹脂
類,雑固体

ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ棟廃棄物保管庫(一時保管)

第1廃棄物倉庫

廃棄物一時貯蔵所

H17.1

使用済樹脂貯蔵ﾀﾝｸ(B,C)

ｸﾗｯﾄﾞｽﾗﾘﾀﾝｸ(A,B)

保管廃棄施設の名称

床ﾄﾞﾚﾝｽﾗｯｼﾞ貯蔵ﾀﾝｸ

ｻｲﾄﾊﾞﾝｶ

固体廃棄物一時保管庫(一時保管)

東大

廃液ｽﾗｯｼﾞ貯蔵ﾀﾝｸ(A,B)

・管理区域出入口の洗浄設備にはｴｱｰﾀｵﾙが設置され
ている。
・管理区域専用の作業着は洗濯して可能な範囲で再
使用している。
・発生廃棄物の量は管理区域における作業状況によ
り変動する。当面は多量の廃棄物を生じる実験等の
計画はない。

・外観上の損傷及びﾘｰｸの有無確認
(1回/2週)

●約3,000

2018年頃に保管能力に達する
予定

原電
東海第二
発電所

不燃

廃棄物貯蔵計画がないため保
管能力に達することはない。

ﾀﾝｸに貯蔵し放射能を減衰させ
た後,①雑固体焼却設備で焼却
し,焼却灰は不燃性雑固体廃棄
物として処理,②ｾﾒﾝﾄ固化装置
で固化。今後,①又は②の方式
による固化体製作後,廃棄事業
者の廃棄施設へ搬出し,保管能
力を下回るよう計画してい
る。

低ﾚﾍﾞﾙ(A)

使用済粉末樹脂貯蔵ﾀﾝｸ(A,B)

・200㍑ﾄﾞﾗﾑ缶又は大型鋼製容器に保管
・保管倉庫は施錠管理

三菱原燃
第2廃棄物倉庫

第3廃棄物倉庫

燃料加工試験棟固体廃棄物保管設備

重照射棟廃棄物保管庫(一時保管)

汚染機材保管倉庫

紙,布,ｺﾞﾑ,ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ,金属等排
気ﾌｨﾙﾀｰ可燃・不燃 ・目視点検（1回/月）
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S46 不燃
放射化金属廃棄物
(β･γ固体廃棄物B)

10,154 19,900 ●
2040年頃に保管能力に達する
予定。

S52 不燃 9,306 9,310 ▲ 1991年に保管能力に達した。

H元 不燃 6,000 6,000 ● 2004年に保管能力に達した。

H14 不燃 2,396 6,925 ■
2015年頃に保管能力に達する
予定。

S51 不燃
α固体廃棄物B(α汚染放射化
金属廃棄物等)

・目視点検(1回/日)
・外観,線量測定(1回/年)
・貯蔵孔空気ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ(2回/年)

616.3 660 ▲
2012年頃に保管能力に達する
予定。

S43 不燃 使用済ｲｵﾝ交換樹脂
・漏水検知管(4箇所)内溜水の濃度
分析(2回/年)

849 849 ■ 1989年に保管能力に達した。

H2 不燃 使用済ｲｵﾝ交換樹脂 ・負圧・漏洩確認(1回/日) 629 700 ■ 許容能力残：約14.1㎥

廃棄物貯蔵庫 S57.1 不燃
塩ﾋﾞ,ﾎﾟﾘ製品,ｺﾞﾑ類,金属類,
その他

･目視点検(目視・ITV)
日常１回/日,月例１回/月,年次1回
/年

277 288 ●

可燃 紙,布類,ﾎﾟﾘ製品,その他 109 ●

不燃 塩ﾋﾞ,金属類,ｺﾝｸﾘｰﾄ,その他 106 ●

Ｂ－９室 H16.6
可燃
不燃

金属，ゴム類，プラスチック
・目視による廃棄物容器の外観確
認（１回/月）

91 ■

Ｂ－11室 H16.6
可燃
不燃

なし 0 ■

Ｂ－17室 H16.6
可燃
不燃

金属，ゴム類，プラスチック
・目視による廃棄物容器の外観確
認（１回/月）

3 15 ■

応用試験棟 廃棄物保管室 S55.3
可燃
不燃

金属，ゴム類，プラスチック
・目視による廃棄物容器の外観確
認（１回/月）

47 108 ■

可燃 酢ビ類 1 ■

不燃 土砂,ｺﾝｸﾘｰﾄ類,金属類 9,422 ■

可燃 なし 0 ■

不燃 なし 0 ■

可燃 なし 0 ■

不燃 ﾌｨﾙﾀ類 469 ■

可燃 なし 0 ■

不燃 なし 0 ■

可燃 なし 0 ■

不燃 金属類,フィルタ類 1,447 ■

可燃 木片類,酢ﾋﾞ類 2,202 ■

不燃 金属類,土砂・ｺﾝｸﾘｰﾄ類 18,400 ■

可燃 紙，布，木片 29 ■

難燃
ゴム類，プラスチック，酢ビ
類

54 ■

不燃
金属類，塩ビ類，ガラス類，
土砂類，HEPAﾌｨﾙﾀｰ類

12 ■

・200㍑ﾄﾞﾗﾑ缶,角型鋼製容器及びｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸに保管
・施設は施錠管理

・ｽﾃﾝﾚｽ鋼製密封容器に保管
・施設は施錠管理

・貯槽液面の24時間連続監視(液面記録計)
・施設は施錠管理

・貯槽液面の24時間連続監視(液面記録計)
・漏水検知器(6箇所)発報時,機械制御室(常駐室)ｱﾅﾝｼｪｰﾀｰ点滅・吹鳴にて
周知
・施設は施錠管理

・200㍑ﾄﾞﾗﾑ缶に保管
・保管庫は施錠

・200㍑ﾄﾞﾗﾑ缶に保管
・保管庫は施錠

・ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸに保管
・施設は施錠管理

・200㍑ﾄﾞﾗﾑ缶に保管
・施設は施錠管理

・200㍑ﾄﾞﾗﾑ缶及びｺﾝﾃﾅで保管
・施設出入口は施錠管理

・200㍑ﾄﾞﾗﾑ缶に保管
・保管庫は施錠

141

575

約1000本
環境技術
管理部

地層処分放射化学研究施設（クオ
リティ）
固体廃棄物貯蔵室

H11.8

Ｂ棟

S57.1

・化学処理ｽﾗｯｼﾞのｱｽﾌｧﾙﾄ固
化物(液体廃棄物A)
・蒸発濃縮液のｾﾒﾝﾄ固化物
(液体廃棄物A)
・β･γ固体廃棄物A(不燃物)
の圧縮物
・β･γ固体廃棄物A(可燃物)
の焼却灰固化物
・α固体廃棄物Aの圧縮物,ｾﾒ
ﾝﾄ固化物
・放射化金属廃棄物等(β･γ
固体廃棄物B)
・β･γ固体廃棄物A(肉厚配
管,ﾊﾞﾙﾌﾞ類)

・200㍑ﾄﾞﾗﾑ缶及びｺﾝﾃﾅで保管
・建家は施錠管理

・200㍑ドラム缶に保管
・貯蔵室入口を施錠管理

【β・γ固体廃棄物Ａ】
・圧縮処理
　不燃性固体廃棄物及びHEPAﾌｨﾙﾀ等は,β・γ圧縮装
置Ⅰ又はβ・γ圧縮装置Ⅱにより処理する。
・焼却処理
　可燃性固体廃棄物及びHEPAﾌｨﾙﾀの木枠等は,β・γ
焼却装置により処理する。
【α固体廃棄物Ａ】
・圧縮処理
　不燃性固体廃棄物及びﾌｨﾙﾀ類は,圧縮装置により処
理する。
・焼却処理
　可燃性固体廃棄物はα焼却装置により処理する。
【使用済ｲｵﾝ交換樹脂】
　JMTR第3排水貯槽に保管中の使用済ｲｵﾝ交換樹脂を
回収し,放射性廃棄物として廃棄物管理施設へ引き渡
す方向で検討中である。

高ﾚﾍﾞﾙ放射性
物質研究施設

ｻｲｸﾙ工学
試験部

施設・貯蔵室・容器の健全性点検
及び廃棄物の保管状態
（１回/月）

環境技術
管理部 S52.4

ｳﾗﾝ系廃棄物貯蔵施設

第2ｳﾗﾝ系廃棄物貯蔵施設

S50.10

S58.11

H15.7

第3廃棄物倉庫

S54.10

第5廃棄物倉庫

第2廃棄物倉庫 S50.4

サイクル研

機構大洗

廃棄物管理
施設

固体集積保管場Ⅰ

JMTR

固体集積保管場Ⅱ

固体集積保管場Ⅲ

固体集積保管場Ⅳ

α固体貯蔵施設

第3排水貯槽(Ⅰ)

第3排水貯槽(Ⅱ)

・目視点検（目視）
日常1回/日,月例1回/月,年次1回/
年

23,640

今後5年以内に保管能力に達す
る予定はない。

第6廃棄物倉庫

30,600

○放射性廃棄物発生量の低減
　環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑの活動の一つとして｢放射性廃棄
物発生量の低減｣を取り上げ, OHSMS/EMSﾘｽﾄを作成
し,部・ｾﾝﾀｰ毎に放射性廃棄物発生量の低減に取り組
んでいる。

廃棄物倉庫
(1),(2)

○放射性廃棄物の減容等
・再処理系固体廃棄物
　可燃性廃棄物のうち，焼却処理できるβγ系の可
燃性廃棄物の焼却減容を継続するとともに,平成18年
度からはRIｺﾞﾑ手袋について梱包重量の標準化等を
図っている。また,平成19年度からは,貯蔵している
RIｺﾞﾑ手袋を焼却処理し,減容を図っている。
　今後は,貯蔵しているRIｺﾞﾑ手袋を焼却処理すると
ともに,現在焼却できない廃棄物として貯蔵している
塩化ﾋﾞﾆﾙ系の難燃性廃棄物を，低放射性廃棄物処理
技術開発施設で焼却処理を行い,減容化に取り組んで
いく計画である。
　高放射性固体廃棄物のうち,ｾﾙ内から発生する固体
廃棄物については,廃棄物収納容器への収納効率を高
める努力を行っている。

・ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ系固体廃棄物
　可燃性廃棄物,不燃性廃棄物の一部の固体廃棄物に
ついて焼却処理を行っている。
・ｳﾗﾝ系固体廃棄物
　ｳﾗﾝ系固体廃棄物の減容については,可燃性廃棄物
は焼却施設において焼却処理を,金属廃棄物及び使用
済ﾌｨﾙﾀについてはM棟（第二ウラン廃棄物処理施設）
において解体・溶断・圧縮処理を行っている

・廃棄物缶で保管
・天井ﾎﾟｰﾄ開閉用ﾊﾝﾄﾞﾙを施錠管理

・目視による廃棄物容器の外観点
検(1回/日,1回/週,1回/月,1回/年)
・目視による建家の健全性確認(1
回/日,1回/月,1回/年)

・目視点検(1回/日)
・外観,線量測定(1回/年)
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事業所
供用
開始

可燃・
不燃の別

主な収納物 点検方法
保管量
(本)

保管能力
(本)

立入調査
実施箇所
▲；H18
●；H19
■；H20

保管能力に達する年 減容の取組み状況

ﾊﾙ貯蔵庫
(R031,R032)
〔湿式ｾﾙ〕

不燃 ﾊﾙ,ﾌｨﾙﾀ類

・ｽﾃﾝﾚｽ製約350㍑専用容器で保管(ﾌｨﾙﾀは直
接保管)
・ｾﾙ上部投入口から投棄
・ｾﾙ内ﾗｲﾆﾝｸﾞ設置,水張り
・現状,新たな廃棄物の受入れなし

2,884 4,000 ■

予備貯蔵庫
(R030)
〔乾式ｾﾙ〕

廃ｼﾞｬｸﾞ
・ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製約20㍑専用容器で保管
・ｾﾙ上部投入口から投棄
・ｾﾙ内ﾗｲﾆﾝｸﾞ設置

1,090 2,000 ■

汚染機器類貯蔵庫
(R040～R046)
〔乾式ｾﾙ〕

廃ｼﾞｬｸﾞ
・ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製約20㍑専用容器で保管
・ｾﾙ上部投入口から投棄
・現状新たな廃棄物の受入なし

240 400 ■

湿式貯蔵ｾﾙ
(R003,R004)

ﾊﾙ,ﾌｨﾙﾀ類 ・ｾﾙ内ﾗｲﾆﾝｸﾞ設置,水張り 1,565 2,940 ■

乾式貯蔵ｾﾙ
(R002)

雑固体,ﾌｨﾙﾀ類 ・ｾﾙ内ﾗｲﾆﾝｸﾞ設置 758 980 ■

貯蔵室(地下1階)
・表面線量率2mSv/h以下のﾄﾞﾗﾑ缶及びｺﾝﾃﾅ
を保管

貯蔵室(1～2階) ・表面線量率500μSv/h以下のﾄﾞﾗﾑ缶を保管

貯蔵室(3～5階)
・表面線量率ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾚﾍﾞﾙのﾄﾞﾗﾑ缶を保
管

貯蔵室(地下1階) ・表面線量率2mSv/h以下のｺﾝﾃﾅを保管

貯蔵室(1階) ・表面線量率500μSv/h以下のｺﾝﾃﾅを保管

貯蔵室(2階) ・表面線量率ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾚﾍﾞﾙのｺﾝﾃﾅを保管

S57.10 不燃 ｱｽﾌｧﾙﾄ固化体,ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ固化体

・ｾﾙ内監視ｶﾒﾗによるﾄﾞﾗﾑ缶の保管
状態の確認(1回/日)
・ｾﾙ内監視ｶﾒﾗの作動状況の確認(1
回/日)
・ｾﾙ内監視ｶﾒﾗによる貯蔵ｾﾙの健全
性確認(1ｾﾙ：1回/4年)
・目視による建家の健全性確認(1
回/年)
・放射線管理状況の確認(1回/月)

14,582 15,400 ▲

不燃

ｱｽﾌｧﾙﾄ固化体,ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ固化体
等*
（*ｱｽﾌｧﾙﾄ固化体,ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ固
化体以外の不燃性廃棄物は現
在保管していない）

可燃
紙，布等*
（*可燃性廃棄物は現在保管
していない）

H7.2 不燃 ｶﾞﾗｽ固化体

・冷却空気中の放射能濃度の確認
　(1回/日)
・冷却空気風量の確認　(1回/日)
・保管セル天井ｺﾝｸﾘｰﾄの温度の確
認(1回/日)
・ITVによる保管ﾋﾟｯﾄの健全性確認
(1回/年)
・目視による建家の健全性確認
(1回/年)

247 420 ■
今後5年以内に保管容量に近づ
くため,検討のうえ調整したい

S56.3 4,935 6,000 ●

H11.6 23,689 30,000 ●

・200㍑ﾄﾞﾗﾑ缶に保管
・専用ｺﾝﾃﾅに保管

・施設出入り口は施錠管理
・200㍑ドラム缶及びコンテ
ナに保管
・200㍑ドラム缶は4本をパ
レットに乗せ3段積みで保管
・コンテナは3段積みで保管

17,197 30,240 ▲

・ｽﾃﾝﾚｽ製専用容器で保管
・保管ｾﾙ,保管ﾋﾟｯﾄ及びその換気系からなる保管設備に収納
・強制空冷により除熱

・施設出入口は施錠管理
・ｽﾃﾝﾚｽ製約350㍑専用容器で
保管(ﾌｨﾙﾀは長ﾄﾞﾗﾑ)
・移送容器にてｾﾙ上部から貯
蔵

・施設出入り口は施錠管理
・200㍑ドラム缶及びコンテ
ナに保管
・200㍑ドラム缶は4本をパ
レットに乗せ3段積みで保管
・コンテナは3段積みで保管

・目視による建家の健全性確認(1
回/月,1回/年)
・地下浸透水の検査(1回/月)
・放射線管理状況の確認(1回/月)
・計器による冷却水の水位,ｾﾙ内温
度の確認(R031,R032)(1回/月)
・ITVによるｾﾙ内(R030,R031,R032)
点検(1ｾﾙ:1回/3年)
・指定可燃物保有数量の確認
(R030) (1回/6ヶ月)

H1.1

第一低放射性
固体廃棄物貯
蔵場

第二低放射性
固体廃棄物貯
蔵場

S50.8

H2.5

S54.6

保管管理状況

可燃

・施設出入口は施錠管理

可燃・不燃

第二ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ廃棄物貯蔵施設

ｶﾞﾗｽ固化技術開発施設(TVF)
保管ｾﾙ
(R002)

紙布類,ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類,塩ﾋﾞ類,ｺﾞ
ﾑ類,金属類,ﾌｨﾙﾀ類,その他

・目視による施設の健全性の確認
(1回/月,1回/年)
・目視による容器の健全性の確認
(1回/月,1回/年)
・目視による容器の保管状態の確
認(1回/月)

S60.7

不燃

保管廃棄施設の名称

ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ燃料
技術開発ｾﾝ
ﾀｰ

ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ廃棄物貯蔵施設

ｱｽﾌｧﾙﾄ固化体貯蔵施設
貯蔵ｾﾙ(4ｾﾙ)
(R051,R052,R151,R152)

再処理
技術開発
ｾﾝﾀｰ

第二高放射性
固体廃棄物貯
蔵施設

第二ｱｽﾌｧﾙﾄ固化体貯蔵施設
貯蔵ｾﾙ(3ｾﾙ)
(R251,R151,R051)

不燃・可燃 金属,ｺﾝｸﾘｰﾄ等・紙,布等

・ｾﾙ内監視ｶﾒﾗによるﾄﾞﾗﾑ缶の保管
状態の確認(1回/日)
・ｾﾙ内監視ｶﾒﾗの作動状況の確認(1
回/日)
・ｾﾙ内監視ｶﾒﾗによる貯蔵ｾﾙの健全
性確認(1ｾﾙ：1回/3年)
・目視による建家の健全性確認(1
回/年)
・放射線管理状況の確認(1回/月)

・200㍑ﾄﾞﾗﾑ缶に保管
・200㍑ﾄﾞﾗﾑ缶4本をフレームに収納し,6段積みで保管
・貯蔵ｾﾙ扉は施錠

・200㍑ﾄﾞﾗﾑ缶に保管
・200㍑ﾄﾞﾗﾑ缶4本をﾊﾟﾚｯﾄに乗せ,3段積みで保管
・貯蔵ｾﾙ扉は施錠

金属,ｺﾝｸﾘｰﾄ等・紙,布等不燃・可燃

高放射性固体
廃棄物貯蔵庫

サイクル研

12,50011,309

32,240

今後5年以内に保管能力に達す
る予定はない。

今後5年以内に保管能力に達す
る予定はない。

▲

▲

34,000・目視によるはい付け状況の点検
(1回/月,1回/年)
・目視による腐食状況の点検(1回/
月,1回/年)
・目視による建家の健全性確認(1
回/月,1回/年)
・地下浸透水の検査(1回/月)
・放射線管理状況の確認(1回/月)

・目視による建家の健全性確認
　(1回/月,1回/年)
・地下浸透水の検査(1回/月)
・放射線管理状況の確認(1回/月)
・計器による冷却水の水位及び温
度の確認　(R003,R004)(1回/月)
・ITVによるｾﾙ内点検
(R002,R003,R004)(1ｾﾙ:1回/3年)
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運転中施設の保安管理状況 

 

確認事項 調査結果 
事業所名 

調査を実施した施設 
及び作業の内容 規定類の整備状況 遵守状況  

日本照射 
○コバルト照射装置 
 コバルト照射作業 

・ 上位文書として,｢放射線障害予防規程｣,｢防災管理規定｣,｢環境マニュアル｣,｢品質確保マニュアル｣等の
規定類が設置されていることを確認 

・ 下位文書として｢照射指示書｣,｢運転操作マニュアル｣,｢指差呼称リスト｣,｢日誌｣｢週間チェックリスト｣｢日
常点検記録｣｢設備交換記録｣,｢照射品管理票｣,｢ＲＩ使用/保管記録｣,｢緊急時対応マニュアル｣,｢地震時巡視
点検結果報告｣,｢テロ対策点検記録(文科省指示)｣等が整備されていることを確認 

規定類に従い,コバルト照射作業が行われていることを確認 良 

ＪＣＯ 
○第２管理棟 
 減容処理作業,ドラム缶詰替作業 

・ 減容処理作業 
 ｢保安規則｣,｢放射線管理規則｣,｢廃棄物管理規則｣,｢緊急連絡体制表｣,｢作業チェックシート｣,｢危険予知
ＫＹボード｣,｢保安上注意掲表｣,｢火元確認掲表｣｢作業手順書｣,｢作業資格証｣,｢作業体制｣等が整備されてい
ることを確認 
・ ドラム缶詰替作業 
｢保安規則｣,｢放射線管理規則｣,｢廃棄物管理規則｣,｢緊急連絡体制表｣,｢作業チェックシート｣,｢危険予知
ＫＹボード｣,｢保安上注意掲表｣,｢火元確認掲表｣｢ドラム缶調査票｣等が整備されていることを確認 

・ 減容処理作業 
可燃物圧縮減容装置,鋼製容器(表面錆取り)自動ブラスト装置,鋼
製容器(プラズマ)切断装置による作業手順等を確認※ 
・ ドラム缶詰替作業 
  ビニールハウス内での作業手順等を確認※ 
 ※ 当日は作業がなかったことから,作業手順等について説明を受
けた。 

（良） 

住友金属 
○第２試験棟 
 液体ウラン固形化作業,放射線測定作業 

・ 液体ウラン固形化作業 
｢作業手順｣,｢チェックリスト｣,｢使用前点検表｣,｢固形化処理記録｣,｢ドラム缶表面汚染測定記録｣等が整
備されていることを確認 
・ 放射線測定作業 
｢放射線管理手順｣,｢点検記録｣,｢管理記録｣等が整備されていることを確認 

・ 液体ウラン固形化作業 
作業手順等について確認※ 

・ 放射線測定作業 
規定類に従い,ダストろ紙の｢放射線測定作業｣(1回/週)が実施さ
れていることを確認 
 ※ 作業は既に終了(H20.2～H20.9)していることから,作業現場に
おいて概要説明を受けた。 

（良） 

日揮 ○研究実験室 － 

 ｢安全確認書｣に電源周りの安全確認,薬品油等の使用状況等を記載
して,安全に留意して作業を行っていることを確認※ 
 ※ 当日は作業がなかったことから,作業現場において概要説明を
受けた。 

（良） 

東北大学 
○ホットラボ棟Ｎｏ.３セル 
除染作業 

｢作業指示書｣が整備されていることを確認 
作業指示書で作業内容,当該作業の危険ポイントを掲げ,その対応を
明記していることを確認 

良 

放医研 － － 
 ※ 当日は作業がなかったことから,施設の巡視点検頻度(警備員に
よる夜間４回)など,安全確保を徹底している旨の説明を受けた。 

（良） 

三菱マテリアル 
○開発試験Ⅳ棟 
ＲＩを用いた廃棄物処分作業 

｢放射線障害予防規程｣,｢安全作業手順書｣,｢ＲＩ取扱手順書｣,｢ＲＩ使用・保管・廃棄記録｣,｢緊急措置要領｣,
｢通報連絡体制｣等が整備されていることを確認 

規程類に従い,放射性物質の安定地下埋設に係る｢ＲＩ地層移行｣実
験中であることを確認 

良 

機構那珂 
○ＪＴ-６０実験準備棟ＮＢＩ試験室 
 プラズマ加速器の点検作業 

｢点検要領書｣,｢点検記録｣,｢取扱説明書｣,｢図面｣,｢緊急時対応マニュアル｣等が整備されていることを確認 
規定類に従い,｢加速器高電圧ブッシング｣分解点検作業中であるこ
とを確認 

良 

核管センター 
○新分析棟Ｐｕ化学／質量分析室,Ｕ化学
分析室 
 分析作業 

｢分析内容確認書（国査察官からの分析項目依頼書に基づいた,分析手順／操作の検討評価及び承認）｣が整備
されていることを確認 

規定類に従い,分析作業が実施されていることを確認 良 

積水メディカル 
○第３実験棟３３４,３３６号室 
実験動物への薬物投与試験 

｢放射線障害予防規程｣,｢試験操作手順書｣,｢機器取扱マニュアル｣,｢機器点検手順書｣,｢試験実施記録｣,｢緊急
時連絡先表示｣等が整備されていることを確認 

規程類に従い,｢動物薬物‐ＲＩ投与試験｣(ＲＩ分布測定・画像処理)
が実施されていることを確認 

良 

ＮＤＣ 
○ウラン実験施設 
放射能測定装置・校正/性能試験 

｢安全維持規定｣,｢放射線管理区域内作業の管理要領｣,｢作業指示書｣,｢作業手順書｣,｢装置取扱説明書｣,｢事前
安全検証活動実施要領｣,｢ＫＹ活動議事録｣,｢緊急時連絡先｣等が整備されていることを確認 

規定類に従い,原子力発電所の低レベル廃棄物-セメント固化体内蔵
ドラム缶の｢放射能非破壊測定装置‐校正/性能試験｣が実施されてい
ることを確認(放射能量,表面線量率,表面汚染,重量測定) 

良 

ＮＦＤ 
○ホットラボ施設 
 切断セル ＲＩ試料の切断 
 鉄セル 試験準備作業 

｢安全作業規則｣｢作業依頼書｣｢作業手順書｣が整備されていることを確認 
規定類に従い,ＲＩ試料の切断,試験準備作業が実施されていること
を確認 

良 

原燃工 
○加工工場 
 燃料集合体組立／検査エリア 

｢保安品質保証計画書｣,｢製造作業標準｣,｢作業条件指示書｣,｢機器操作標準｣,｢点検記録｣,｢巡視記録｣,｢核的
制限値表示｣等が整備されていることを確認 

規定類に従い,｢燃料集合体の組立／外観検査｣が実施されているこ
とを確認 

良 

原科研 

①減容処理棟 
 ドラム缶圧縮試験 
②タンデム加速器建屋 
 タンデム加速器運転 

①｢施設運転手引｣,｢危険予知活動表｣,｢ＫＹ／ＴＢＭ実施結果｣等が整備されていることを確認 
②｢保安規定｣,｢放射線障害防止規定｣,｢安全管理手引｣,｢運転計画｣,｢運転記録｣,｢巡視点検記録｣,｢事故対策
規定｣,｢通報連絡体制図｣,｢防護活動手引｣,｢地震時点検記録｣等が整備されていることを確認 

①規定類に従い,｢ドラム缶圧縮試験｣が実施されていることを確認 
②規定類に従い,｢タンデム加速器運転（連続４ヶ月）｣が実施されて
いることを確認 

良 

原電 

○東海第二発電所 
①雑固体減容処理設備点検工事 
②給水加熱器保管庫設置工事 
③海水ポンプ室耐震裕度向上工事 

①｢保安規定｣,｢施設運転手引｣,｢危険予知活動表｣,｢ＫＹ／ＴＢＭ実施結果｣等が整備されていることを確認 
②｢放射線障害予防規程｣,｢安全管理手引｣,｢運転計画｣,｢運転記録｣,｢巡視点検記録｣,｢事故対策規定｣,｢通報
連絡体制図｣,｢防護活動手引｣,｢地震時点検記録｣等が整備されていることを確認 

規定類に従い,｢発煙事象対策工事－昇降機内点検（①）｣,｢建屋設置
工事－鉄筋架台設置（②）｣,｢ポンプエリア地盤改良本施工（③）｣が
実施されていることを確認 

良 

三菱原燃 
○工場棟 
 ①転換工程 
 ②燃料棒組立工程－補修室 

①｢保安規定｣,｢核的制限管理表｣,｢作業要領書｣,｢作業日誌｣,｢物品移動タグ｣,｢設備点検表｣,｢緊急時連絡手
順｣等が整備されていることを確認 
②｢作業指示書｣,｢関係者外立入禁止表示｣等が整備されていることを確認 

①規定類に従い,｢燃料転換（ＵＦ６ガス～ＵＯ２粉末）作業｣が実施さ
れていることを確認 
②規定類に従い,｢機器据付－ダクト工事｣が実施されていることを確
認 

良 
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運転中施設の保安管理状況 

 

確認事項 調査結果 
事業所名 

調査を実施した施設 
及び作業の内容 規定類の整備状況 遵守状況  

東大 

○弥生※ 
 ※運転／作業中の施設は無かったが,
｢弥生｣原子炉施設の炉室及び制御室につ
いて現場確認を行うとともに,原子炉の制
御法及び停止機構等の他,運転前点検等の
作業手順について説明を受けた。 

原子炉施設保安規定で全てを網羅。運転手引き,要領等の下部規定無し。 
保安規定で規定されているキー点検表,個別点検表等に基づき運転
管理が実施されていることを確認 

（良） 

機構大洗 

①照射燃料集合体試験施設（ＦＭＦ） 
 集合体解体作業 
②照射燃料試験施設（ＡＧＦ） 
③固体廃棄物前処理施設（ＷＤＦ） 
 廃棄物処理作業 

①上位規定として｢保安規定｣が,下位規定として｢燃料材料試験施設安全作業要領｣,｢ＦＭＦ安全作業マニュア
ル｣,｢ＦＭＦ機器操作マニュアル｣が整備されていることを確認 
②上位規定として｢保安規定｣が,下位規定として｢燃料材料試験施設安全作業要領｣,｢ＡＧＦ安全作業マニュア
ル｣,｢ＡＧＦ機器操作マニュアル｣が整備されていることを確認 
③上位規定として｢保安規定｣が,下位規定として｢固体廃棄物前処理施設安全作業要領｣,｢固体廃棄物前処理施
設安全作業マニュアル｣,｢固体廃棄物前処理施設保守マニュアル｣が整備されていることを確認 

①｢停電に伴う照射燃料集合体試験施設既設電源設備の不具合｣事象
（平成20年8月19日(火)発生）を踏まえた対策（｢受電スイッチ位置｣
の明示,マニュアルに点検項目の追加）が実施されていることを確認 
 規定類に従って,｢集合体解体作業｣が実施されていることを確認 
②ＦＭＦの事象を踏まえ,非常用電源設備の点検について,マニュア 
ルに追加されていることを確認 
 管理区域内作業が終了していたため,非管理区域で行われている廃
棄ダクトの補修作業現場を確認。高所作業に係る安全上の注意事項
については課内作業打合会で確認していると説明を受けた。 
③規定類に従って,｢廃棄物前処理作業｣が実施されていることを確認 

良 

サイクル研 

①地層処分放射化学研究施設（クオリ
ティ） 
 地下深部条件下での溶解度試験       
②応用試験棟 
 ＲＩ用フード撤去工事 

①,②                            
上位規定として｢保安規則｣,｢放射線障害予防規程｣が,下位規定として｢安全作業基準｣,｢溶解度試験マニュア
ル｣,｢作業計画書｣,｢手順書｣が整備されていることを確認        

  規定類に従って,クオリティにおける地下深部条件（低酸素環境,還
元系）下での溶解度試験,応用試験棟におけるＲＩ用フードの撤去工
事が実施されていることを確認 

良 
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廃止措置等に係る原子力施設の管理状況 

事業所名 施設名 廃止措置区分 
施設の 

許可区分 
使用開始後の履歴 管理者 規定類等 現況 

ＪＣＯ 
第１管理棟 
３階排風機室 

管理区域解除 
(用途変更) 

核燃料物質使用施設 

・ 第１管理棟Ｎｏ．２排気筒に係る気体廃棄設備を設置し廃棄
処理を開始(S55) 
・ 一般倉庫へ用途変更するため,設備撤去工事を開始(H19.11) 

安全管理室長 
 
施設管理Ｇ長 
放射線安全管理者 

・ 使用施設等の解体計画 
・ 第４管理棟等設備撤去工事
に係る安全管理要領 
・ 第１管理棟排風機室解体に
伴う管理区域解除に係る手順
書 

・ 工事完了(管理区域解
除；H20.1.22) 

ＪＣＯ 第４管理棟 
管理区域解除 
(用途変更) 

核燃料物質使用施設 

・ 再転換事業に伴うウランの試験検査(S55) 
 
・ 一般倉庫へ用途変更するため，設備撤去工事を開始(H20.1) 

品質管理課長 
 
施設管理Ｇ長 
放射線安全管理者 

・ 使用施設等の解体計画 
・ 第４管理棟等設備撤去工事
に係る安全管理要領 
・ 第４管理棟解体に伴う管理
区域解除に係る手順書 

・ 工事完了(管理区域解
除；H20.9.27) 

原科研 ＪＲＲ－２ 
管理区域解除 
建屋解体更地化 

原子炉施設 
核燃料物質使用施設 
ＲＩ使用施設 

・ 初臨界(S35) 
・ 出力１０ＭＷ利用運転開始(S40) 
・ 炉体改修工事,核燃料濃縮度93％に変更申請(S49) 
・ 中濃縮(45%)円筒型燃料炉心による臨界(S62) 
・ 第１回医療照射(H2) 
・ 運転集結(H8) 
・ 解体届提出,解体工事着工(H9) 
・ 核燃料物質使用廃止(H9) 
・ 第１段階終了(H10) 
・ 第２段階終了(H11) 
・ 密封放射性同位元素の使用及び貯蔵の廃止(H13) 
・ 第３段階終了(H15) 
・ 廃止措置計画認可(H18) 

ＪＲＲ－２管理課長 
 
 
 
 
 
 
 
ＪＲＲ－２解体計画課長 
 
原子炉解体技術課長 
 
廃止措置課長 

・ 原子力科学研究所原子炉施
設保安規定 
・ ＪＲＲ－２原子炉に係る廃
止措置計画 

・ 廃止措置計画に基づく残
存施設の維持管理中 

原科研 ＶＨＴＲＣ 
管理区域解除 
建屋解体更地化 

原子炉施設 
核燃料物質使用施設 

・ ＶＨＴＲＣの臨界実験装置初臨界(S60) 
・ ＶＨＴＲＣ全運転終了(H11) 
・ 解体届提出(H12) 
・ 解体工事着手(H12) 
・ 解体工事第1段階(原子炉本体等の解体撤去) 終了(H13) 
・ ＶＨＴＲＣ廃止措置計画の認可(H18) 

ＶＨＴＲＣ管理者 
 
 
 
 
臨界技術第２課長 

・ 原子力科学研究所原子炉施
設保安規定 
・ ＶＨＴＲＣに係る廃止措置
計画 
・ 原子力科学研究所少量核燃
料物質使用施設等保安規則 

・ 廃止措置計画に基づく残
存施設の維持管理及び施
設の廃止作業の準備中 

原科研 プルトニウム研究２棟 
管理区域解除 
建屋解体更地化 

核燃料物質使用施設 
ＲＩ使用施設 

・ フッ化物揮発法による燃料再処理の化学研究(S44) 
・ プルトニウム廃棄物,プルトニウムフッ化物の合成と物性研
究(S51) 
・ トリチウムを用いた研究(S56) 
・ フッ化物揮発法の研究終了(S58) 
・ 放射性同位元素の使用廃止(H12) 
 
・ 核燃料物質の使用廃止(H18) 

フッ素化学研究室長 
物理化学研究室長 
 
 
 
原子・分子化学研究Ｇｒ
リーダー 
廃止措置課長 

・ 原子力科学研究所少量核燃
料物質使用施設等保安規則 

・ 管理区域解除済 
・ 建家解体更地化に向けた
準備中 

原科研 冶金特別研究室建家 
管理区域解除 
建家解体更地化 

核燃料物質使用施設 
ＲＩ使用施設 

・ 国産１号炉燃料の試験研究を開始(金属ウラン)(S32) 
・ その後,炭化ウラン,酸化ウランの研究 
・ 高温ガス炉燃料の研究を開始(酸化ウラン)(S44) 
・ 長寿命核分裂生成物の核変換の研究を開始(テクネチウム)(H8) 
・ 核燃料物質の使用の廃止(H19) 
・ 密封放射性同位元素の使用,貯蔵及び廃棄の廃止(H19) 

金属研究室長 
 
燃料照射研究室長 
 
廃止措置課長 

・ 原子力科学研究所少量核燃
料物質使用施設等保安規則 

・ 管理区域解除のための除
染及び測定作業実施中 

原科研 再処理試験室 
管理区域解除 
建家解体更地化 

核燃料物質使用施設 
ＲＩ使用施設 

・ 湿式再処理におけるＰＵＲＥＸ法に係る抽出等の実験(天然
ウラン)(S34) 
・ 各種抽出実験による実験(天然ウラン)(S38) 
・ 高速炉燃料再処理の研究のため,ウランのフッ化物の研究(S44) 
・ 高温ガス炉燃料の再処理の研究(被覆粒子燃料)(S51) 
・ 湿式再処理の研究(S60) 
・ 核燃料物質の使用の廃止(H20) 

化学工学研究室長 
 
 
フッ素化学研究室長 
再処理研究室長 
物理化学研究室長 
廃止措置課長 

・ 原子力科学研究所少量核燃
料物質使用施設等保安規則 

・ 管理区域解除のための機
器撤去作業実施中 



【別表6】(2/2) 

廃止措置等に係る原子力施設の管理状況 

事業所名 施設名 廃止措置区分 
施設の 

許可区分 
使用開始後の履歴 管理者 規定類等 現況 

原科研 
開発試験室 

(同位体分離研究施設) 
管理区域解除 
建家解体更地化 

核燃料物質使用施設 

・ 水性均質臨界実験装置(ＡＨＣＦ)臨界(S36) 
・ ＡＨＣＦ機能停止(S41) 
・ 炉心タンク廃棄,計測設備他撤去(S43) 
・ ＡＨＣＦ残存物撤去(S53) 
・ レーザーウラン濃縮技術開発(S63) 
・ 核燃料物質の使用の廃止(H20) 

原子炉物理第１又は第２
研究室長 
炉物理実験研究室長 
 
同位体分離研究室長 
廃止措置課長 

・ 原子力科学研究所少量核燃
料物質使用施設等保安規則 

・ 管理区域解除のための機
器撤去作業実施中 

原電 原子炉(ＧＣＲ) 
管理区域解除 
建屋解体更地化 

核燃料物質使用施設 

・ 営業運転開始(S41.7) 
・ 営業運転終了(H10.3) 
・ 燃料取出開始(H10.5) 
・ 燃料取出完了(H13.3) 
・ 解体届出(H13.10) 
・ 廃止措置工事に着手(H13.12) 
・ 廃止措置計画認可(H18.6) 
・ 熱交換器等解体撤去工事を開始(H18.8～) 
・ 燃料取扱建屋領域機器解体撤去工事を開始(H18.8～) 
・ 燃料取替機等解体撤去工事を開始(H18.8～) 

運転課長 
発電課長 
 
 
 
 
廃止措置課長 

・ 区域管理手順書 ・ １,２号熱交換器周辺機
器及びガスダクトの撤去作
業は終了し,現在は片付け
作業を実施中 
・ H20.5からＮＲ搬出作業
のため撤去作業は中断中 

・ 燃料取替機トランスポー
タの撤去作業は終了し,現
在は一部の撤去物(大型,
ギヤ等の複雑な形状のも
の)の処理を実施中 

東大 
ライナック棟 

タイムオブフライト設備 
管理区域解除 ＲＩ使用施設 

・ 延長タイムオブフライト実験を開始(S58.2.21) 
・ 管理区域の解除(H20.6.6) 
・ 新旧管理区域境界の柵の撤去,柵の設置工事開始(H21.1.26) 

専攻長 
放管室長 
ライナック管理部長 

・ 放射線障害予防規定 ・ 区域解除は既に完了。柵
の設置工事中。 

機構大洗 
重水臨界実験装置 
(ＤＣＡ) 

廃止措置中 
原子炉施設 
核燃料物質使用施設 
ＲＩ使用施設 

・ 初臨界(S44.12) 
・ ＡＴＲ原型炉ウラン炉心試験開始(S45.4) 
・ ＡＴＲ原型炉Ｐｕ炉心試験開始(S47.7) 
・ ＡＴＲ大型炉のための試験開始(S52.7) 
・ ＡＴＲ実証炉のための試験開始(S55.6) 
・ 電源開発㈱受託試験開始(S62.12) 
・ 炉心改造開始(未臨界度測定試験機能追加) (H5.9) 
・ 未臨界度測定試験開始(H7.7) 
・ 運転終了(H13.9) 
・ 燃料抜き取り(H13.10) 
・ 解体届の届け出(H14.1) 
・ 原子炉の機能停止措置(制御棒･安全棒の撤去･起動用中性子
源の廃棄等),第1段階終了(H15.3) 
・ 燃料棒分解洗浄設備の解体(H15.12) 
・ ＲＩ使用許可の廃止(H16.5) 
・ 重水を施設外へ搬出(H16.7) 
・ 廃止措置計画の認可(H18.10) 
・ 設備機器の解体撤去(H20.8～) 

ＤＣＡ担当室長 
重水臨界実験室長 
 
 
 
臨界工学試験室長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
環境技術課長 

・ 重水臨界実験装置に係る廃
止措置 
・ 放射線安全取扱要領 

・ 廃止措置は４段階に区分
して実施しており,平成20
年度から第３段階に入っ
ている。 
・ 平成20年度は,非常用発
電設備,フード設備等の解
体撤去を実施するととも
に,解体工法及びクリアラ
ンス測定方法の検討のた
め,コンクリート中の残存
放射性物質の評価を実施
している。 
 
○第１段階 H14.3～H15.3 
○第２段階 H15.4～H20.3 
○第３段階 H20.4～H25.3 
        (予定) 

サイクル研 第２廃棄物倉庫 
管理区域解除 
(用途変更) 

ＲＩ使用施設 

・ Ｂ棟ＲＩ許可使用に係る変更許可(H12.9.29) 
・ 第２廃棄物倉庫の追加 
・ ＣＰＦ施設ＲＩ許可使用に係る変更許可(H14.8.1) 
・ Ｂ棟ＲＩ使用等の廃止に伴い,第２廃棄物倉庫を追加 
・ 第２廃棄物倉庫の廃棄物の払出し(H20.10.30) 
・ ＣＰＦ施設ＲＩ許可使用に関する軽微変更に係る変更届(H21.2
予定) 

環境センター先進再処理
グループリーダ 
環境保全課長 

放射線障害予防規定 ・ ＲＩ使用廃止に向け,管
理区域解除を２月末に実
施予定 
・ ＲＩ使用廃止後におい
ても核燃料物質使用施設
継続 

 


